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近
年
、
ハ
ッ
ピ

ー
マ
ン
デ
ー
と
称

す
る
祝
日
が
増
え

た
。
子
ど
も
た
ち

に
は
ハ
ッ
ピ
ー
な

の
で
あ
ろ
う
が
、
日
常
診
療
と

計
画
的
に
在
宅
医
療
を
担
う
も

の
と
し
て
は
困
っ
た
事
態
で
あ

る
▼
今
年
の
海
の
日
は
、
当
然

な
が
ら
月
曜
日
、
７
月
20
日
。

投
薬
日
数
を
考
え
患
者
さ
ん
に

迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
配
慮
、

ま
た
当
院
は
月
曜
午
後
に
在
宅

診
療
を
行
う
が
〝
同
一
建
物
〞

の
減
算
が
あ
り
、
月
３
回
し
か

な
い
月
曜
は
つ
ら
い
。
訪
問
診

療
の
日
時
を
変
更
す
る
た
め
に

は
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
、
入
浴
サ
ー
ビ
ス
、

訪
問
看
護
の
関
係
等
々
、
患
者

さ
ん
の
日
程
を
考
慮
す
る
必
要

が
あ
り
難
渋
す
る
▼
海
の
日
は

96
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
新
し
い

国
民
の
祝
日
、
土
日
の
連
休
を

増
や
そ
う
と
03
年
に
第
３
月
曜

に
変
更
さ
れ
た
。
も
と
は
明
治

天
皇
が
灯
台
巡
視
用
の
鉄
船

「
明
治
丸
」
で
東
北
、
北
海
道

を
巡
航
し
横
浜
に
帰
着
し
た
日

に
由
来
す
る
。
41
年
に
〈
海
の

記
念
日
〉
と
な
り
、
現
在
に
い

た
る
▼
艦
船
と
い
え
ば
、
自
衛

隊
の
護
衛
艦
「
い
ず
も
」
が
今

年
３
月
25
日
就
役
し
た
。
全
長

２
４
８
メ
ー
ト
ル
、
甲
板
は
滑

走
路
様
で
容
貌
は
航
空
母
艦
そ

の
も
の
。
専
守
防
衛
の
自
衛
隊

に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
と
問
題

に
な
る
。
実
際
に
、
自
衛
隊
は

創
設
後
す
ぐ
に
、
朝
鮮
戦
争
と

の
関
係
で
空
母
の
所
有
を
希
望

し
た
と
の
こ
と
。
聞
く
と
こ
ろ

に
よ
る
と
「
い
ず
も
」
は
国
民

の
「
目
慣
ら
し
」
で
い
ず
れ
、

本
格
的
空
母
導
入
と
も
▼
安
保

法
制
で
沸
騰
す
る
現
在
、
こ
の

よ
う
な
計
画
、
フ
ラ
イ
ン
グ
で

は
済
ま
さ
れ
な
い
。
そ
れ
こ
そ

財
源
は
ど
こ
か
ら
、
社
会
保
障

削
減
し
て
で
も
か
。
憲
法
が
政

治
を
制
御
す
る
べ
し
。「
戦
争

法
案
」
絶
対
反
対
。 

（
無
）

今 　 号 　の　記　事今 　 号 　の　記　事

　

塩
崎
大
臣
は
、
歯
科
技
工
士

の
労
働
環
境
に
つ
い
て
「
厳
し

い
」
と
認
め
る
一
方
、「
質
の

向
上
が
報
酬
に
つ
な
が
る
」
と

答
弁
し
た
の
に
対
し
、
井
坂
氏

は
「
歯
科
技
工
士
の
仕
事
の
質

が
低
い
か
ら
給
料
が
３
０
０
万

円
台
な
の
か
。
問
題
の
立
て
方

が
違
う
の
で
は
」
と
追
及
し

た
。

　

井
坂
議
員
は
、「
歯
科
技
工

士
の
５
年
以
内
の
離
職
率
は
８

割
」「
１
週
間
の
平
均
労
働
時

間
は
62
・
２
時
間
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
平
均
収
入
の
も
っ
と
も

多
い
層
が
年
収
３
０
０
万
円

だ
」
と
歯
科
技
工
士
の
厳
し
い

労
働
実
態
を
示
し
て
、
国
の
認

識
と
改
善
策
に
つ
い
て
質
問
。

７
月
１
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働

委
員
会
で
、
相
次
い
で
歯
科
技

工
問
題
に
つ
い
て
塩
崎
恭
久
厚

生
労
働
大
臣
に
質
問
し
、
歯
科

技
工
士
の
労
働
環
境
が
「
厳
し

い
」
と
認
め
さ
せ
た
。

　

ま
た
、
近
畿
で
も
歯
科
医
師

と
歯
科
技
工
士
が
連
帯
す
る
交

流
会
が
開
催
さ
れ
る
な
ど
、
歯

科
技
工
問
題
を
切
り
口
に
低
医

療
費
政
策
の
転
換
を
求
め
る
取

り
組
み
が
大
き
く
広
が
っ
て
い

る
（
３
面
に
談
話
、
交
流
会
報

道
）。

　

協
会
な
ど
で
つ
く
る
「
保
険

で
よ
り
良
い
歯
科
医
療
を
」
兵

庫
連
絡
会
が
中
心
と
な
り
、
歯

科
技
工
問
題
の
改
善
に
向
け
て

取
り
組
ん
で
き
た
運
動
が
着
実

に
進
ん
で
い
る
。

　

６
月
４
日
に
は
歯
科
技
工
問

題
を
テ
ー
マ
に
、
国
会
内
集
会

が
開
催
さ
れ
（
６
月
15
日
付
報

道
）、
全
国
か
ら
４
６
０
人
の

参
加
で
成
功
。

　

同
集
会
に
出
席
し
た
衆
議
院

議
員
の
井
坂
信
彦
氏
（
維
新
）

と
堀
内
照
文
氏
（
共
産
）
が
、

ん
、
や
め
て
く
だ
さ
い
。

 

（
高
砂
市
・
歯
科
）

・
安
倍
は
フ
ァ
シ
ス
ト
で
、
今

の
自
公
政
権
は
異
常
だ
。
人
命

を
守
る
べ
き
医
療
界
か
ら
あ
ま

り
明
確
な
反
対
な
声
が
聞
こ
え

て
こ
な
い
現
状
も
問
題
だ
。

 

（
加
古
川
市
）

・
も
っ
と
議
論
を
重
ね
て
く
だ

さ
い
。
国
民
へ
の
説
明
責
任
を

果
た
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る

な
ら
、
そ
れ
は
事
実
誤
認
と
思

い
ま
す
。 

（
洲
本
市
）

・
反
対
の
国
民
の
声
が
日
に
日

に
大
き
く
な
る
中
、
そ
の
声
に

耳
を
傾
け
ず
、
与
党
単
独
の
強

行
採
決
な
ど
絶
対
に
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。 

（
明
石
市
）

・
自
民
党
の
傲
慢
さ
に
は
呆
れ

る
し
か
な
い
。
国
民
を
馬
鹿
に

し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。

 

（
西
宮
市
）

・
子
ど
も
た
ち
、
孫
た
ち
の
た

め
に
も
「
い
つ
か
来
た
道
」
だ

け
は
絶
対
に
く
り
返
し
て
は
な

り
ま
せ
ん
! ! 

（
兵
庫
区
）

・
臓
腑
が
ね
じ
れ
る
く
ら
い
に

怒
り
を
感
じ
て
い
る
。

 

（
須
磨
区
・
歯
科
）

月
14
日
に
、
全
正
会
員
へ
Ｆ
Ａ

Ｘ
で
送
信
し
、
21
日
ま
で
に
１

９
４
件
の
返
信
を
得
た
。
協
会

・
保
団
連
は
、
７
月
24
日
・
26

日
に
国
会
周
辺
で
行
わ
れ
る
同

法
案
反
対
集
会
に
参
加
す
る
な

ど
、
取
り
組
み
を
強
め
て
い

る
。
ま
だ
の
方
は
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
078

―

393―

１
８
０
２
ま
で
ご
返
送

い
た
だ
き
た
い
。

　

寄
せ
ら
れ
た
一
言
を
紹
介
す

る
。寄

せ
ら
れ
た
一
言

・
自
衛
隊
の
方
を
戦
争
に
巻
き

込
ま
せ
た
く
な
い
。

 

（
豊
岡
市
）

・
明
ら
か
な
違
憲
を
数
の
力
だ

け
で
押
し
切
る
な
！

 

（
た
つ
の
市
）

・
充
分
な
論
議
を
尽
く
し
た
と

は
言
え
ま
せ
ん
。
今
国
会
成
立

に
反
対
し
ま
す
。

 

（
芦
屋
市
・
歯
科
）

・
絶
対
反
対
で
す
。
ア
ベ
さ

　

協
会
は
、
政
府
が
今
国
会
で

成
立
を
狙
う
安
全
保
障
関
連
法

案
に
つ
い
て
、「
安
全
保
障
関

連
法
案
に
反
対
す
る
」
医
師
・

歯
科
医
師
緊
急
ア
ピ
ー
ル
を
７

た
。

　

集
会
で
は
全
国
の
医
師
・
歯

科
医
師
に
よ
る
リ
レ
ー
ト
ー
ク

が
行
わ
れ
、
兵
庫
協
会
か
ら
吉

岡
正
雄
副
理
事
長
が
発
言
し
、

「
憲
法
学
者
や
元
内
閣
法
制
局

長
官
な
ど
が
、
法
案
は
立
憲
主

義
に
反
す
る
と
発
言
し
て
い

る
。
国
会
議
員
は
、
安
保
法
制

を
公
約
に
か
か
げ
て
当
選
し
た

わ
け
で
は
な
い
。
圧
倒
的
多
数

の
国
民
は
今
国
会
で
の
成
立
に

反
対
し
て
い
る
。
い
の
ち
と
健

康
を
守
る
医
師
・
歯
科
医
師
の

団
体
と
し
て
、
戦
争
す
る
国
へ

の
道
で
あ
る
安
保
法
制
を
容
認

で
き
な
い
」
と
訴
え
た
。

　

ゲ
ス
ト
と
し
て
、
本
田
宏
医

療
制
度
研
究
会
副
理
事
長
、
全

日
本
赤
十
字
労
組
中
央
副
執
行

委
員
長
の
五
十
嵐
真
理
子
氏
、

太
田
啓
子
弁
護
士
が
発
言
し
、

　

い
の
ち
と
健
康
を
守
る
医
療
者
と
し
て
安
保

法
制
に
反
対
を―

―

。
保
団
連
・
兵
庫
協
会
は

７
月
９
日
、
中
央
要
請
行
動
を
実
施
。
兵
庫
協

会
か
ら
、
吉
岡
正
雄
副
理
事
長
、
福
田
俊
明
理

「ストップ患者負担増」署名 ご協力のお礼

政策研「TPPの危険性と差止・違憲訴訟の意義」講演録

２・９面

保険診療のてびき
蕁麻疹の発症因子と治療方法

研
面
究 ８面

４・５面

そ
れ
ぞ
れ
廃
案
を
訴
え
た
。

　

日
本
イ
ラ
ク
医
療
支
援
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
事
務
局
長
の
佐
藤
真

紀
氏
が
、
戦
闘
が
続
く
イ
ラ
ク

よ
り
、
現
地
で
多
く
の
民
間
人

が
殺
さ
れ
、
生
活
の
場
を
奪
わ

れ
た
難
民
が
多
数
発
生
し
て
い

る
現
状
を
撮
影
し
た
映
像
と
と

も
に
、
戦
争
は
絶
対
許
し
て
は

な
ら
な
い
と
訴
え
る
ビ
デ
オ
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
寄
せ
た
。

堀
内
衆
院
議
員
と
面
談

「
ス
ト
ッ
プ
患
者
負
担
増
」

署
名
追
加
分
を
提
出

　

議
員
要
請
で
は
、
堀
内
照
文

衆
議
院
議
員
（
共
産
・
比
例
近

畿
）
が
面
談
に
応
じ
、「
ス
ト

ッ
プ
患
者
負
担
増
」
署
名
・
追

加
分
２
１
７
５
筆
を
受
け
取

り
、「
患
者
負
担
増
を
許
さ
ず

　

国
民
の
多
数
の
反
対
の
声
を

無
視
し
、
安
保
法
制
の
審
議
が

強
引
に
進
め
ら
れ
る
な
か
、
国

会
内
集
会
「
守
り
た
い
の
は
い

の
ち
で
す―

医
療
人
は
い
の
ち

を
奪
う
戦
争
法
案
に
反
対
し
ま

す
」
が
行
わ
れ
、
医
師
・
歯
科

医
師
ら
約
３
０
０
人
が
集
ま
っ

「いのちを奪う戦争法案に反対」とアピールする吉岡正雄副理事長
（後列右２人目）、福田俊明理事（後列右３人目）ら医療関係者　　

７
・
９
中
央
要
請
行
動

事
が
参
加
し
、
安
全
保
障
関
連
法
案
の
廃
案
や

患
者
負
担
増
計
画
の
中
止
、
保
険
で
良
い
歯
科

医
療
の
実
現
な
ど
に
つ
い
て
、
国
会
議
員
に
訴

え
た
ほ
か
、
国
会
で
ア
ピ
ー
ル
を
行
っ
た
。

堀
内
衆
院
議
員
（
中
央
）
に

要
請
を
行
っ
た　
　
　
　
　

憲
法
違
反
の
安
保
法
制
は
廃
案
に

れ
ば
、
や
っ
て
い
け
る
と
の
声

も
あ
る
。
告
示
の
趣
旨
が
生
き

る
よ
う
に
す
る
の
は
政
治
の
責

任
。
そ
の
た
め
に
は
歯
科
全
体

の
診
療
報
酬
を
引
き
上
げ
る
べ

き
」「
10
年
、
20
年
た
て
ば
本

当
に
技
工
士
が
い
な
く
な
る
事

態
が
危
惧
さ
れ
る
。
若
い
技
工

士
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、
働

き
続
け
ら
れ
る
環
境
を
検
討
す

べ
き
」
な
ど
と
主
張
。

　

塩
崎
大
臣
は
技
工
に
関
わ
る

費
用
を
上
げ
る
に
は
、
技
工
物

の
「
質
の
向
上
」
が
必
要
で
あ

る
か
の
よ
う
な
逃
げ
の
答
弁
を

し
つ
つ
も
、
歯
科
技
工
士
が
か

か
わ
る
行
為
に
つ
い
て
の
評
価

を
上
げ
る
よ
う
な
質
の
改
善
を

支
援
し
、
歯
科
技
工
業
の
実
態

に
つ
い
て
の
情
報
収
集
を
行
う

と
答
弁
し
た
。

が
ん
ば
り
た
い
」
と
し
た
。
ま

た
、
７
月
１
日
の
厚
生
労
働
委

員
会
の
質
問
で
歯
科
技
工
問
題

に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
こ
と
に

関
し
て
「
抜
本
的
に
は
低
診
療

報
酬
の
引
き
上
げ
が
必
要
。
引

き
続
き
、
引
き
上
げ
を
求
め
て

い
く
」
と
し
た
。

　

堀
内
議
員
は
、「
現
場
で
は

７
・
３
告
示
（
歯
冠
修
復
及
び

欠
損
補
綴
料
の
う
ち
、
製
作
技

工
の
部
分
と
製
作
管
理
の
費
用

が
お
お
む
ね
７
対
３
で
あ
る
と

示
し
た
大
臣
告
示
）
が
守
ら
れ

井
坂
議
員

歯
科
技
工
士
の

厳
し
い
労
働
実
態
示
す

堀
内
議
員

歯
科
全
体
の

診
療
報
酬
引
き
上
げ
を

歯科技工問題

協
会
・
連
絡
会
の
要
請
受
け

協
会
・
連
絡
会
の
要
請
受
け

井
坂
井
坂
（
維
新
）

（
維
新
）

堀
内
堀
内
（
共
産
）

（
共
産
）
両両
議議
員員
がが
国
会
質
問

国
会
質
問

緊急アピール FAXでご返信を！

“私たち医師・歯科医師は
「安全保障関連法案」に反対します”

お問い合わせは、☎078－393－1807まで

「集団的自衛権の行使容認」
　　　　　　　撤回求める

署名に
ご協力ください
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員
が
長
田
区
内
を
、
11
日
に
は

樫
林
理
事
が
ス
タ
ッ
フ
と
共
に

舞
子
か
ら
明
石
市
内
ま
で
を
行

進
し
た
。
平
和
行
進
は
、
８
月

４
日
に
広
島
、
６
日
に
長
崎
に

　

戦
後
・
被
爆
70
年
を
核
兵
器

の
な
い
世
界
へ
の
転
機
と
し
よ

う
と
、
８
月
４
日
〜
９
日
に
広

島
・
長
崎
で
開
催
さ
れ
る
「
原

水
爆
禁
止
世
界
大
会
」
を
め
ざ

し
、
日
本
全
国
の
市
町
村
を
結

ん
で
、
核
兵
器
廃
絶
を
ア
ピ
ー

ル
し
て
歩
き
続
け
る
「
国
民
平

し
、
憲
法
学
者
、
内
閣
法
制

局
長
官
Ｏ
Ｂ
、
弁
護
士
、
専

門
分
野
の
有
識
者
、
自
民
党

の
重
鎮
ま
で
も
が
こ
ぞ
っ
て

憲
法
違
反
を
表
明
し
て
い

る
。
ま
た
、
世
論
調
査
で

は
、「
安
保
法
制
」
に
つ
い

て
８
割
が
「
説
明
不
足
」、

半
数
以
上
が
「
法
案
反
対
」

を
生
み
、
時
と
し
て
相
手
国

に
大
義
名
分
を
与
え
、
武
力

衝
突
を
誘
発
し
や
す
い
。

　

「
安
全
保
障
環
境
の
変

化
」
な
ど
と
い
う
言
葉
に
ご

ま
か
さ
れ
て
は
い
け
な
い
。

環
境
が
変
化
し
た
の
で
あ
れ

ば
、
ま
ず
行
う
べ
き
は
、
対

話
や
相
互
理
解
を
中
心
と
し

専
守
防
衛
の
は
ず
が
な
い
。

相
手
も
「
自
衛
の
た
め
に
」

遠
慮
な
く
攻
撃
を
仕
掛
け
て

く
る
だ
ろ
う
。
安
倍
首
相

は
、
抑
止
力
を
「
戸
締
ま

り
」
や
「
町
内
会
の
協
力
」

に
た
と
え
て
説
明
し
て
い
る

が
、
意
味
不
明
で
あ
る
。

　

「
安
保
」
を
解
釈
の
幅
の

　

現
在
国
会
で

審
議
中
の
い
わ

ゆ
る
「
安
保
法

制
」
は
、
集
団

的
自
衛
権
の
行

は
、
15
％
に
の
ぼ
る
入
居
者
が

実
際
に
は
契
約
の
際
に
20
年
の

居
住
期
限
を
知
ら
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
、
市
側
の
通
知
義
務

不
履
行
を
認
め
た
も
の
の
、
入

居
者
へ
の
退
去
通
告
は
有
効
だ

と
強
弁
し
、
強
引
に
転
居
へ
の

「
理
解
」
を
求
め
る
姿
勢
に
終

始
し
た
。

　

交
渉
に
同
席
し
た
被
災
者
の

吉
山
隆
生
氏
は
20
年
の
入
居
期

限
の
通
知
は
な
か
っ
た
の
に
転

居
を
強
要
さ
れ
る
理
不
尽

さ
、
退
去
猶
予
基
準
の
不

合
理
さ
、
終
の
棲
家
と
思

い
親
し
ん
で
き
た
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
か
ら
引
き

は
が
さ
れ
る
つ
ら
さ
を
訴

え
た
。

　

震
災
研
究
セ
ン
タ
ー
は

今
後
も
、
こ
の
問
題
で
久

元
喜
造
神
戸
市
長
と
の
直

接
の
面
談
と
、
希
望
者
に

居
住
延
長
を
認
め
る
政
治

的
決
断
を
求
め
て
い
く
こ

と
に
し
て
い
る
。

と
批
判
し
、「
一
棟
借
り
」
の

重
い
財
政
負
担
は
神
戸
市
の
制

度
設
計
の
ミ
ス
で
あ
り
入
居
者

の
責
任
で
は
な
い
こ
と
、
神
戸

市
の
退
去
猶
予
基
準
は
か
え
っ

て
期
限
の
な
い
住
居
者
と
退
去

を
迫
ら
れ
る
入
居
者
の
不
公
平

感
の
原
因
に
な
り
か
ね
な
い
こ

と
、
な
ど
の
見
解
に
つ
い
て
神

戸
市
当
局
を
た
だ
し
た
。

　

対
応
し
た
住
宅
整
備
課
の
上

山
裕
之
課
長
、
垣
内
創
一
係
長

　

協
会
も
参
加
す
る
兵
庫
県
震

災
復
興
研
究
セ
ン
タ
ー（
震
災

研
究
セ
ン
タ
ー
）
は
７
月
14

日
、
借
り
上
げ
復
興
住
宅
か
ら

の
被
災
者
追
い
出
し
問
題
に
つ

い
て
、
神
戸
市
住
宅
整
備
課
と

交
渉
し
た
。

　

震
災
研
究
セ
ン
タ
ー
側
は
、

神
戸
市
が
借
り
上
げ
住
宅
へ
の

財
政
負
担
を
理
由
に
被
災
者
の

追
い
出
し
を
推
し
進
め
る
姿
勢

を
、
居
住
権
を
侵
害
す
る
も
の

・
共
産
党
の
紹
介
を
得
て
、

国
会
に
提
出
し
ま
し
た
。
患

者
負
担
増
を
盛
り
込
ん
だ
医

療
保
険
制
度
改
革
関
連
法

は
、
与
党
が
わ
ず
か
な
審
議

時
間
で
採
決
を
強
行
し
、
可

決
成
立
し
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
患
者
負
担
増
の
詳
細
に

つ
い
て
、
厚
労
省
は
今
後
の

審
議
会
で
決
め
る
な
ど
と
し

て
、
実
施
内
容
を
確
定
さ
せ

て
い
な
い
こ
と
は
、
現
時
点

で
一
つ
の
成
果
で
す
。

　

安
倍
政
権
は
、
今
後
、
75

歳
以
上
の
患
者
負
担
引
き
上

　

協
会
・
保
団
連
は
、
政
府

の
患
者
負
担
増
計
画
に
対
し

て
、
昨
年
秋
か
ら
「
ス
ト
ッ

プ
患
者
負
担
増
」
署
名
に
取

り
組
む
こ
と
と
し
、
兵
庫
で

は
５
万
筆
を
目
標
と
し
て
、

た
く
さ
ん
の
会
員
の
先
生
方

の
ご
協
力
を
得
て
、
署
名
を

集
め
て
き
ま
し
た
。
署
名
数

は
７
月
21
日
現
在
で
４
万
３

２
６
筆
と
な
り
、
目
標
の
８

割
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
心
か
ら
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

　

集
ま
っ
た
署
名
は
民
主
党

使
を
容
認
す
る
な
ど
、
日
本

の
安
全
保
障
政
策
を
大
転
換

さ
せ
る
も
の
だ
が
、
日
本
に

と
っ
て
不
要
不
急
の
法
律

で
、
今
国
会
で
成
立
さ
せ
る

理
由
は
何
も
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
審
議
で
明
ら

か
に
な
っ
た
法
案
の
内
容

は
、「
油
の
た
め
に
」「
他
国

の
た
め
に
」「
世
界
の
果
て

ま
で
」「
自
衛
の
た
め
に
」

武
力
行
使
を
す
る
…
つ
ま
り

「
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、

誰
と
で
も
」
戦
争
が
で
き
る

「
戦
争
法
案
」
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
自
国
が
攻

撃
さ
れ
て
い
な
い
の
に
こ
ち

ら
か
ら
攻
撃
を
仕
掛
け
て
、

る
。

　

次
世
代
へ
の
借
金
以
上
の

大
き
な
禍
根
を
残
す
で
あ
ろ

う
こ
の
「
違
憲
」
法
案
に
対

し
、
国
民
の
い
の
ち
と
健
康

を
守
る
医
療
者
と
し
て
、

今
、
は
っ
き
り
と
反
対
の
声

を
あ
げ
よ
う
。

た
外
交
努
力
で
あ
っ
て
、

「
戦
争
法
案
」
だ
け
を
短
時

間
の
審
議
で
強
行
採
決
す
る

よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た

や
り
方
は
、
政
治
家
と
し
て

最
も
安
直
な
愚
策
で
あ
る
。

　

権
力
を
縛
る
抑
止
力
と
し

て
の
憲
法
と
の
整
合
性
に
対

大
き
い
、
あ
い
ま
い
な
表
現

で
政
権
に
委
ね
る
こ
と
は
、

「
時
の
政
府
が
何
を
し
て
も

い
い
法
律
」
に
な
る
。
線
引

き
が
不
明
な
対
応
は
、
抑
止

力
ど
こ
ろ
か
、
必
要
以
上
に

周
辺
国
の
緊
張
を
高
め
る
こ

と
に
つ
な
が
り
、
疑
心
暗
鬼

と
い
う
結
果
と
な
っ

て
い
る
。
地
方
議
会

か
ら
の
意
見
書
も
、

大
多
数
が
「
反
対
」

か
「
慎
重
審
議
」
を

求
め
る
も
の
で
あ

安
全
保
障
法
制

い
の
ち
と
健
康
を
守
る
医
療
者
と
し
て

反
対
の
声
上
げ
よ
う

「ストップ患者負担増」署名　４万筆超に「ストップ患者負担増」署名　４万筆超に

たくさんのご協力　　　
ありがとうございました

借り上げ復興住宅問題で神戸市と交渉

被災者の追い出しは
居住権の侵害　　　

兵庫県保険医協会 歯科部会兵庫県保険医協会 歯科部会

評議員･予備評議員選挙の公示評議員･予備評議員選挙の公示
理事長　　西山　裕康

　協会規約第12条の２と（細則） 協会役員等の選出規定の第３条の２および第９
条の１により、 評議員・予備評議員 （歯科） 選挙の公示を行います。

【役職と定数】
評　議　員　　　　36人
予備評議員　　　　18人
　兵庫県保険医協会規約　第18条
　 「評議員は、 各支部または歯科部会
を代表し、 会員の意見を評議員会に反
映するとともに、本会の方針に沿い、
各支部または歯科部会の活動の中心と
なる。予備評議員は、評議員を補佐す
るとともに、評議員会に評議員欠席の
際には評議員として出席する。」 
【任期】２年

【改選日】
　８月22日（土）2015年度第２回歯科
部会
【立候補日時締切】
　８月15日（土）正午
【立候補届出の方法】
　立候補希望者・推薦希望者（歯科） 
は、協会事務局までお申し出くださ
い。用紙をお届けします。「立候補届」 
「推薦届」 に必要事項を記入の上、事
務局へ持参または郵送ください。

和
大
行
進
」
に
、
協
会
か
ら
武

村
義
人
副
理
事
長
、
小
泉
勇
・

樫
林
義
雄
両
理
事
、
松
岡
泰
夫

評
議
員
が
参
加
し
た
。

　

小
泉
理
事
は
７
月
８
日
、
伊

丹
市
役
所
前
で
激
励
あ
い
さ
つ

に
立
ち
、
10
日
に
は
武
村
副
理

事
長
が
中
央
区
を
、
松
岡
評
議

到
着
予
定
。
原
水
爆
禁
止
世
界

大
会
に
も
協
会
役
員
が
参
加
を

予
定
し
て
い
る
。
小
泉
理
事
の

あ
い
さ
つ
の
内
容
を
紹
介
す

る
。

　

今
年
も
年
に
一
夜
「
七
夕
さ

ん
」
の
よ
う
に
、
元
気
な
皆
さ

ん
と
お
会
い
で
き
ま
し
た
。
私

も
、
核
廃
絶
の
見
通
し
が
つ
く

ま
で
死
ね
ま
せ
ん
。

　

人
道
的
立
場
か
ら
世
界
の
大

多
数
の
国
が
、
核
保
有
国
に
対

し
て
、
核
兵
器
禁
止
条
約
を
求

め
る
交
渉
に
参
加
す
る
よ
う
求

め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の

は
、
被
爆
者
の
努
力
と
そ
れ
を

支
え
て
70
年
間
、
原
水
爆
禁
止

日
本
協
議
会
等
で
活
動
し
て
き

た
国
民
の
協
力
が
あ
っ
た
か
ら

で
し
た
。
し
か
し
唯
一
の
被
爆

国
日
本
の
政
府
は
、
米
国
の
核

の
傘
で
守
ら
れ
る
遠
慮
か
ら
、

一
貫
し
て
消
極
的
で
し
た
。
さ

も
な
け
れ
ば
、
核
兵
器
禁
止
条

約
は
成
立
し
て
い
た
で
し
ょ

う
。

　

加
え
て
、
今
年
は
安
倍
政
権

が
、
米
国
が
世
界
中
で
行
う
戦

争
を
一
緒
に
な
っ
て
戦
う
、
憲

法
違
反
の
集
団
的
自
衛
権
の
行

使
容
認
の
安
保
法
制
を
、
国
民

に
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
ま
ず
皆
で
力
を
あ
わ
せ

て
、
こ
の
企
み
を
打
ち
壊
し
ま

し
ょ
う
。

国民平和大行進で協会役員もアピール

被爆70年を核廃絶の転機に被爆70年を核廃絶の転機に

伊
丹
市
役
所
前
で
の
あ
い
さ
つ

「
戦
争
法
案
」
廃
案
に

▲本紙９面のポスターを
ご利用ください　　

①県庁付近を歩く武村副理事長（右２人目）、②伊
丹市役所前であいさつする小泉理事、③長田区でア
ピールする松岡評議員（右）、④樫林理事（右２人
目）は明石市内をスタッフと歩いた　　　　　　　

理事長　　西山　裕康

神戸市担当者（右）に転居を強要される理不尽
さを訴える被災者の吉山氏（左２人目）

① ②

③ ④

げ
や
湿
布
な
ど
市
販
類
似

薬
の
保
険
外
し
等
さ
ら
な

る
患
者
負
担
増
の
推
進
を

狙
っ
て
い
ま
す
。

　

協
会
・
保
団
連
は
、
今

秋
か
ら
、
患
者
負
担
増
に

反
対
す
る
新
し
い
請
願
署

名
に
取
り
組
む
予
定
で

す
。
ぜ
ひ
、
ご
協
力
を
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

理
事　
　

小
泉　
　

勇

　
（
原
水
爆
禁
止
伊
丹
協
議
会
理
事
長
）
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談 話

　

昨
年
、
安
倍
政
権
が
強
行
成

立
さ
せ
た
医
療
・
介
護
総
合
法

に
よ
り
、
８
月
か
ら
一
部
の
介

護
保
険
利
用
者
に
つ
い
て
、
窓

口
負
担
が
従
来
の
１
割
か
ら
２

割
へ
増
え
る
ほ
か
、
自
己
負
担

限
度
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
低
所
得
の
施
設
入
所
者

へ
の
食
費
・
居
住
費
補
助
に
つ

い
て
も
、
新
た
に
資
産
要
件
が

加
え
ら
れ
る
。
協
会
・
保
団
連

は
、
医
療
・
介
護
難
民
が
多
数

生
じ
る
と
し
て
、
反
対
署
名
を

呼
び
か
け
る
な
ど
同
法
の
廃
案

に
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
８
月

か
ら
介
護
利
用
者
に
は
さ
ら
に

負
担
増
が
重
く
の
し
か
か
る
こ

と
に
な
る
。

　

２
割
へ
の
利
用
者
負
担
増

は
、
居
宅
介
護
支
援
を
除
く
す

べ
て
の
サ
ー
ビ
ス
が
対
象
と
な

る
。
居
宅
療
養
管
理
指
導
、
訪

問
看
護
、
訪
問
・
通
所
リ
ハ
ビ

リ
な
ど
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
て
い
る
医
療
機
関

は
、
８
月
１
日
以
降
の
利
用
者

た
「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」

（
上
）
が
交
付
さ
れ
て
い
る
。

40
歳
以
上
64
歳
以
下
の
被
保
険

者
（
第
２
号
被
保
険
者
）
の
負

担
は
現
行
の
１
割
の
ま
ま
変
わ

ら
な
い
。
保
険
料
滞
納
者
へ
の

給
付
制
限
は
現
行
同
様
３
割
と

な
る
。

　

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
つ

い
て
も
、
同
一
世
帯
内
の
第
１

号
被
保
険
者
に
課
税
所
得
が
１

４
５
万
円
以
上
の
者
が
い
る
場

合
は
、
自
己
負
担
限
度
額
が
月

３
万
７
２
０
０
円
か
ら
４
万
４

４
０
０
円
に
引
き
上
げ
ら
れ

る
。
た
だ
し
同
一
世
帯
内
の
第

１
号
被
保
険
者
の
収
入
が
単
身

で
３
８
３
万
円
未
満
、
２
人
以

上
の
場
合
で
５
２
０
万
円
未
満

の
場
合
は
、
市
町
に
そ
の
旨
を

申
請
す
れ
ば
、
限
度
額
を
翌
月

初
日
か
ら
現
行
の
３
万
７
２
０

０
円
に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

食
費
・
居
住
費
に

資
産
要
件
も

　

低
所
得
の
介
護
保
険
施
設
入

所
者
の
う
ち
、
住
民
税
非
課
税

世
帯
の
利
用
者
に
つ
い
て
は
食

費
・
居
住
費
が
補
足
給
付
さ
れ

て
い
る
が
、
支
給
要
件
に
配
偶

者
の
所
得
と
預
貯
金
等
の
資
産

が
加
え
ら
れ
る
。
配
偶
者
と
世

帯
分
離
し
て
い
て
も
、
住
民
税

課
税
者
で
あ
る
場
合
は
対
象
と

な
る
。

　

預
貯
金
等
と
は
、
預
貯
金
、

有
価
証
券
、
投
資
信
託
、
貴
金

属
、
タ
ン
ス
預
金
（
現
金
）
な

ど
が
示
さ
れ
て
お
り
、
単
身
で

１
０
０
０
万
円
超
、
夫
婦
で
２

０
０
０
万
円
超
の
場
合
、
給
付

対
象
外
と
な
る
。

　

他
に
も
同
法
に
よ
り
今
年
４

月
か
ら
は
、
要
支
援
者
の
訪
問

・
通
所
介
護
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

頼
み
の
安
上
が
り
な
「
新
総
合

事
業
」
へ
と
切
り
離
さ
れ
た
ほ

か
、
特
養
入
所
者
を
要
介
護
３

以
上
へ
と
限
定
す
る
な
ど
、
介

護
保
険
か
ら
の
利
用
者
切
り
捨

て
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

「
保
険
で
よ
り
良
い
歯
科

医
療
を
」
兵
庫
連
絡
会
を
代

表
し
、
歯
科
技
工
士
の
雨
松

真
希
人
世
話
人
が
６
月
４
日

に
行
っ
た
厚
労
省
交
渉
を
ふ

ま
え
た
今
後
の
課
題
を
提

案
。
委
託
技
工
に
も
取
引
ル

ー
ル
を
確
立
す
る
こ
と
で
、

根
拠
の
あ
る
診
療
報
酬
の
確

立
や
質
の
向
上
な
ど
が
期
待

で
き
る
な
ど
と
し
た
。

　

大
阪
歯
科
協
会
の
戸
井
逸

美
副
理
事
長
は
、
歯
科
技
工

所
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て

き
た
経
験
を
も
と
に
、
外
注

技
工
料
と
最
低
賃
金
の
関
係

に
も
着
目
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト

を
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
て
実

施
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

　

こ
の
交
流
会
は
、
２
０
１

６
年
診
療
報
酬
改
定
で
10
％

以
上
の
診
療
報
酬
引
き
上
げ

を
実
現
し
、
補
綴
の
低
点
数

を
是
正
し
、
技
工
料
問
題
を

改
善
す
る
こ
と
等
を
め
ざ
す

た
め
に
開
催
さ
れ
た
。

　

基
調
提
案
で
宇
佐
美
宏
保

団
連
副
会
長
・
歯
科
代
表

は
、
歯
科
技
工
問
題
と
は

「
保
険
で
給
付
さ
れ
て
い
る

補
綴
を
守
る
運
動
に
他
な
ら

な
い
」
と
し
、
補
綴
給
付
の

危
機
と
の
認
識
を
歯
科
医

師
、
歯
科
技
工
士
双
方
が
共

有
し
、
現
状
を
国
民
に
発
信

し
、
運
動
を
広
く
展
開
す
る

た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が

求
め
ら
れ
て
い
る
と
し
た
。

　

保
団
連
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
は

７
月
12
日
、
大
阪
府
保
険
医

会
館
で
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
歯
科

技
工
料
問
題
交
流
会
を
開

催
。
近
畿
各
府
県
か
ら
42
人

が
参
加
し
た
。
兵
庫
県
か

ら
、
協
会
の
吉
岡
正
雄
・
加

藤
擁
一
・
武
村
義
人
各
副
理

事
長
、「
保
険
で
よ
り
良
い

歯
科
医
療
を
」
兵
庫
連
絡
会

の
歯
科
技
工
士
ら
９
人
が
出

席
し
た
。

う
こ
と
で
す
。
安
全
・
安
心
な

保
険
補
綴
物
を
提
供
で
き
る
よ

う
に
、
診
療
報
酬
の
大
幅
な
ア

ッ
プ
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
す
。

　

も
う
一
つ
の
合
意
点
は
、
歯

科
医
師
と
歯
科
技
工
士
と
が
と

も
に
納
得
で
き
る
具
体
的
で
ス

マ
ー
ト
な
診
療
報
酬
の
配
分
方

法
を
提
案
・
構
築
す
る
こ
と
で

す
。
現
在
の
委
託
技
工
料
金

は
、
歯
科
診
療
所
と
外
注
技
工

所
と
の
間
の
民
間
取
引
で
市
場

価
格
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
業

界
で
定
め
ら
れ
て
い
る
取
引
ル

ー
ル
（
建
設
業
法
や
下
請
法
）

が
な
い
こ
と
も
歯
科
技
工
問
題

の
一
因
で
す
の
で
、
委
託
技
工

に
も
取
引
ル
ー
ル
が
導
入
で
き

る
か
ど
う
か
を
考
え
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

　

今
後
も
歯
技
一
体
と
な
り
、

患
者
さ
ん
・
国
民
に
と
っ
て
有

益
な
歯
科
技
工
物
を
提
供
で
き

る
よ
う
に
奮
闘
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

井
坂
議
員
が
国
会
質
問
で
論
じ

て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
昨
今
急

に
始
ま
っ
た
問
題
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
問
題
を
長
期
間
放

置
し
て
き
た
政
府
・
厚
労
省
の

責
任
は
重
大
で
す
が
、
な
か
な

か
解
決
策
を
見
出
せ
な
い
歯
科

医
療
界
に
も
そ
の
責
任
の
一
端

は
存
在
す
る
の
で
は
と
も
思
い

ま
す
。

　

わ
れ
わ
れ
の
議
論
の
積
み
重

ね
の
結
果
、
二
つ
の
合
意
点
を

確
認
で
き
た
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

一
つ
目
は
、
こ
の
問
題
の
最

大
の
原
因
は
、
堀
内
議
員
が
述

べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
政
府

の
低
医
療
費
政
策
に
あ
る
と
い

科
技
工
問
題
を
考
え
る
懇
談

会
」
を
開
催
し
、
自
民
党
の
高

橋
進
吾
県
議
（
歯
科
医
師
・
東

灘
区
）
や
共
産
党
の
堀
内
照
文

衆
院
議
員
（
比
例
近
畿
）
に
も

出
席
い
た
だ
き
、
文
字
通
り
党

派
を
越
え
た
議
論
も
な
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
兵
庫
連
絡
会
が

主
導
す
る
形
で
、
６
月
４
日
に

国
会
内
集
会
が
開
催
さ
れ
、
大

成
功
を
お
さ
め
ま
し
た
。

　

７
月
１
日
に
は
、
堀
内
議
員

と
維
新
の
党
の
井
坂
信
彦
議
員

（
兵
庫
１
区
）
と
が
衆
院
厚
生

労
働
委
員
会
で
歯
科
技
工
士
問

題
を
取
り
上
げ
（
報
道
１

面
）、
７
月
12
日
に
は
大
阪
で

歯
科
医
師
と
歯
科
技
工
士
が
連

　

協
会
な
ど
で
つ
く
る
「
保
険

で
よ
り
良
い
歯
科
医
療
を
」
兵

庫
連
絡
会
は
、「
想
像
を
絶
す

る
長
時
間
労
働
や
低
賃
金
で
、

若
手
歯
科
技
工
士
の
離
職
が
相

次
ぎ
、
10
年
後
に
は
保
険
技
工

物
を
作
成
す
る
歯
科
技
工
士
が

い
な
く
な
る
」
と
の
問
題
意
識

か
ら
、
１
年
以
上
に
わ
た
り
、

歯
科
技
工
問
題
に
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
１
年
間
に
４
回
の
「
歯

歯
科
技
工
問
題
の
運
動

全
国
に
さ
ら
に
大
き
く

「
保
険
で
よ
り
良
い
歯
科
医
療
を
」
兵
庫
連
絡
会
代
表　

吉
岡　

正
雄
（
協
会
副
理
事
長
）

近畿ブロック歯科技工問題交流会

歯・技一体で　　
　　国民的運動を

介護保険　一部利用者

２割負担に２割負担に
８月１日から

利
用
者
に
負
担
割
合
が
記
さ
れ
た
「
負
担

割
合
証
」
が
新
た
に
交
付
さ
れ
る　
　
　

抗議声明  2015年７月11日

九州電力川内原発１号機の核燃料装填に抗議し、
再稼働しないよう求める

 兵庫県保険医協会理事長　西山　裕康

　九州電力は７月７日、川内原発１号機の原子炉に核燃料を装填する作業に着手
し、同10日に装填を完了した。この後、検査で問題がなければ８月10日ごろ原子炉
を起動し、同13日前後に発電と送電を開始して再稼働する予定である。新規制基準
に適合した原発として初の再稼働となる。しかし、新規制基準は、原発の安全性を
保障するものではない。
　政府は原発を重要な「ベースロード電源」と位置づけ、「原発回帰」を推し進め
ようとしており、川内原発を皮切りに再稼働を加速させたい考えだ。だが、福島第
一原発事故を受け、朝日新聞が行った世論調査で、反対６割以上など、国民の多く
が再稼働に反対している。一部の地元容認を理由に民意を置き去りにした再稼働は
到底容認できない。
　川内原発では過酷事故発生時の住民避難体制の整備が進んでいない。鹿児島県は
「県地域防災計画原子力災害対策編」で、医療機関等に対して「避難計画を作成す
ること」としているが、鹿児島県保険医協会が実施した「医療機関等に対する避難
計画アンケート」では、圏内のほとんどの医療機関・施設等が避難計画作成の説明
を受けておらず、計画も作成できていないことが明らかになっている。
　火山噴火による事故の不安も抱えている。日本火山学会原子力問題対応委員会が
「周囲に多数のカルデラを抱え、巨大噴火のリスクが最も高い」と指摘しているよ
うに、川内原発周辺には過去に巨大噴火した火山が集中している。九州では火山活
動が活発化し、川内原発から遠くない口永良部島の噴火で、住民の不安は増してい
る。
　原発から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分地も決まっていない。課題を先送
りにし、再稼働に突き進む政府の姿勢は決して許されない。政府はリスクのある原
発を諦めて、脱原発の道筋を示すべきだ。
　われわれは、いのちと健康をまもる医療者として、事故による放射能汚染の危険
性を内包し、安定処分できない危険な核廃棄物を出し続ける原子力発電所の新設、
増設、再稼働を到底容認することはできない。川内原発１号機の再稼働を行わない
ことを強く求めるものである。

負
担
割
合
に
つ
い
て
注
意

さ
れ
た
い
。

　

対
象
者
は
、
65
歳
以
上

で
本
人
の
前
年
度
合
計
所

得
金
額
が
１
６
０
万
円
以

上
の
被
保
険
者
（
第
１
号

被
保
険
者
）。
要
介
護
・

要
支
援
者
に
は
自
治
体
か

ら
負
担
割
合
が
記
載
さ
れ

　本紙６月25日付３面のインタビュ
ー「協会のあゆみと保険医新聞」で
「故横田友二先生」とあるのは、
「横田友二先生」のあやまりでし
た。お詫びして、訂正いたします。

お詫びと訂正

近畿各府県から集まった歯科医師、
歯科技工士が意見交換した　　　　

帯
す
る
交
流
会
が
開

催
さ
れ
る
な
ど
、
今

ま
で
と
は
質
的
・
量

的
に
比
較
に
な
ら
な

い
規
模
で
、
運
動
が

盛
り
上
が
っ
て
い
ま

す
。

　

技
工
士
問
題
は
、

　九州電力が川内原発１号機に核燃料を装填したことに対し、協会は７月11日、第
1021回理事会で下記の抗議声明を採択し、関係各機関に送付した。
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ア
メ
リ
カ
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
日
本

を
参
加
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

の
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
参
加
国
の

中
で
、
日
本
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
23
％

を
占
め
る
市
場
を
持
っ
て
お

り
、
こ
の
開
放
を
狙
っ
て
い
る

か
ら
だ
。

　

こ
れ
ま
で
も
、
ア
メ
リ
カ
は

日
本
の
市
場
開
放
を
求
め
て
き

た
が
、
最
後
の
手
段
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ

だ
。
本
日
の
講
演
は
、
日
米
関

係
の
歴
史
を
振
り
返
り
な
が

ら
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
問
題
点
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

　

日
本
政
府
の
態
度
は
、
ア
メ

リ
カ
の
意
向
で
す
ぐ
に
変
わ
っ

て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
数
々
の

ア
メ
リ
カ
の
圧
力
と
そ
れ
に
屈

し
た
日
本
の
政
治
家
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
は
、
日
本
で
は
な
か
な
か

表
に
出
て
こ
な
い
が
、
ア
メ
リ

カ
は
情
報
公
開
制
度
が
整
っ
て

い
る
の
で
、
当
時
機
密
だ
っ

た
、
そ
う
し
た
文
書
が
表
に
出

て
く
る
。

　

た
と
え
ば
、「
60
年
安
保
」

の
際
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
（
ア
メ
リ
カ
中

央
情
報
局
）
は
当
時
の
読
売
新

聞
の
社
主
、
読
売
テ
レ
ビ
会
長

で
マ
ス
コ
ミ
に
強
い
影
響
力
を

持
つ
正
力
松
太
郎
を
通
じ
て
、

「（
安
保
闘
争
で
警
官
隊
と
衝

突
し
て
圧
死
し
た
）
樺
美
智
子

の
死
の
よ
う
な
悲
劇
を
繰
り
返

さ
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
口
実

に
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
安
保
闘

争
の
デ
モ
な
ど
を
報
道
し
な
い

よ
う
に
工
作
し
た
こ
と
が
ア
メ

リ
カ
の
公
文
書
か
ら
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
。

　

田
中
角
栄
元
首
相
も
ア
メ
リ

カ
に
よ
っ
て
失
脚
さ
せ
ら
れ
た

と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

田
中
角
栄
元
首
相
に
対
す
る

皆
さ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
お
金

を
集
め
て
、
そ
れ
を
使
っ
て
権

力
を
握
っ
た
と
い
う
非
常
に
悪

い
も
の
だ
と
思
う
。
私
も
そ
う

思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
医
師

会
長
に
な
り
勉
強
を
す
る
中
で

田
中
氏
が
書
い
た
「
列
島
改
造

論
」
を
読
ん
だ
。
そ
こ
に
は
、

田
中
氏
の
考
え
が
書
か
れ
て
い

る
が
、
田
中
氏
は
農
村
で
作
ら

れ
た
農
産
物
が
都
市
に
届
い
て

い
な
い
た
め
、
そ
れ
で
農
村
が

貧
し
く
な
り
、
都
市
の
労
働
者

と
の
格
差
が
拡
大
し
て
い
る
の

で
、
農
村
で
作
ら
れ
た
農
産
物

を
都
市
に
届
け
て
売
り
、
農
村

の
所
得
を
上
げ
よ
う
と
し
て
、

地
方
と
都
市
を
結
ぶ
高
速
道
路

を
建
設
し
よ
う
と
考
え
た
。
ま

た
、
都
市
に
集
中
す
る
工
場
を

地
方
に
移
転
さ
せ
る
た
め
に
、

都
市
と
地
方
を
結
ぶ
高
速
鉄
道

も
建
設
し
よ
う
と
考
え
た
。
さ

ら
に
、
日
本
は
資
源
の
な
い
国

な
の
で
、
頭
脳
で
勝
負
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
て
、
現

在
、
日
本
の
頭
脳
の
７
割
が
集

ま
る
と
も
い
わ
れ
る
「
筑
波
研

究
学
園
都
市
」
を
整
備
し
た
。

　

こ
う
し
た
予
算
は
ど
の
よ
う

に
捻
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

今
の
政
府
な
ら
借
金
で
行
う
し

か
な
い
が
、
田
中
氏
は
、
自
分

た
ち
の
権
限
が
弱
く
な
る
と
反

対
す
る
大
蔵
省
を
押
し
切
っ

て
、
重
量
税
、
自
動
車
税
、
ガ

ソ
リ
ン
税
を
目
的
税
と
し
て
創

設
し
た
。
そ
の
時
に
、
田
中
氏

は
「
自
分
た
ち
が
よ
い
社
会
に

住
む
た
め
に
孫
子
の
代
に
借
金

を
残
し
て
は
い
け
な
い
」
と
訴

え
た
。

　

し
か
し
、
田
中
氏
は
ロ
ッ
キ

ー
ド
事
件
で
、
当
時
の
ロ
ッ
キ

ー
ド
社
の
副
会
長
カ
ー
ル
・
コ

ー
チ
ャ
ン
か
ら
全
日
空
の
機
種

選
定
で
ロ
ッ
キ
ー
ド
社
の
機
体

を
有
利
に
す
る
代
わ
り
に
、
賄

賂
を
受
け
た
と
し
て
逮
捕
さ

れ
、
政
治
的
な
権
力
を
失
っ
て

い
っ
た
。
し
か
し
、
コ
ー
チ
ャ

ン
か
ら
工
作
資
金
を
受
け
取
っ

た
の
は
児
玉
誉
士
夫
で
、
田
中

氏
は
公
判
の
途
中
で
死
亡
し
て

し
ま
っ
た
の
で
、
実
際
に
受
け

取
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
は

っ
き
り
し
な
い
。
一
方
、
コ
ー

チ
ャ
ン
は
ア
メ
リ
カ
で
司
法
取

引
に
応
じ
、
起
訴
さ
れ
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
よ

る
田
中
氏
の
失
脚
を
狙
っ
た
工

作
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
田
中
氏
は
ア
メ

リ
カ
の
不
興
を
買
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や

北
米
と
並
ぶ
経
済
圏
を
ア
ジ
ア

に
つ
く
る
た
め
に
、
今
後
経
済

発
展
す
る
中
国
と
良
好
な
関
係

を
築
こ
う
と
し
た
点
に
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
は
日
本
と
中
国
が
接

近
し
、
ア
ジ
ア
経
済
圏
を
支
配

す
る
の
を
恐
れ
た
の
だ
と
い
わ

れ
て
い
る
。

　

実
は
、
中
曽
根
康
弘
首
相
の

時
に
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
北
米

に
な
ら
ぶ
ア
ジ
ア
経
済
圏
を
日

本
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
中
心
に

つ
く
ろ
う
と
い
う
構
想
が
あ
っ

た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
圧
力
で
実

現
し
な
か
っ
た
。
他
に
も
中
曽

根
氏
は
、
在
日
米
軍
を
撤
退
さ

せ
、
日
本
の
防
衛
を
全
面
的
に

自
衛
隊
に
担
わ
せ
よ
う
と
し
た

り
、
首
相
公
選
制
を
導
入
し
よ

う
と
し
た
り
し
た
が
、
つ
ぶ
さ

れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ば
か
り
か
、
市
場
分
野

別
個
別
協
議
（
Ｍ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
協

議
）
と
い
う
１
９
８
５
年
か
ら

始
ま
っ
た
、
電
気
通
信
、
エ
レ

ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
、
医
薬
品
・
医

療
機
器
、
林
産
物
の
市
場
開
放

を
、
ア
メ
リ
カ
が
日
本
に
求
め

た
政
府
間
経
済
協
議
で
も
、
中

曽
根
氏
は
ア
メ
リ
カ
と
合
意
は

し
な
い
と
、
経
団
連
と
約
束
し

て
渡
米
し
た
が
、
最
終
的
に
は

ア
メ
リ
カ
に
市
場
開
放
を
約
束

さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

な
ぜ
、
ア
メ
リ
カ
の
意
向
に

日
本
の
首
相
は
逆
ら
え
な
い
の

か
。
そ
れ
は
、
田
中
氏
の
よ
う

に
ア
メ
リ
カ
が
日
本
の
首
相
を

失
脚
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
政
治
家
の
汚
職
や
ス
キ

ャ
ン
ダ
ル
な
ど
を
追
及
す
る
東

京
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部

は
、
も
と
も
と
旧
日
本
軍
が
民

間
か
ら
徴
発
し
、
戦
後
の
混
乱

期
に
散
逸
し
た
貴
金
属
な
ど
を

見
つ
け
る
た
め
に
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が

組
織
し
た
隠
匿
退
蔵
物
資
事
件

捜
査
部
が
前
身
で
、
現
在
で

も
、
ア
メ
リ
カ
の
影
響
が
強
い

と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

ア
メ
リ
カ
の
圧
力
で
東
京
地
検

特
捜
部
が
首
相
を
追
及
し
、
失

脚
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

わ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

田
中
氏
や
中
曽
根
氏
に
比
べ

て
、
ア
メ
リ
カ
の
押
し
付
け
る

政
策
を
全
部
呑
ん
で
、
国
民
の

資
産
を
売
り
渡
し
た
の
は
小
泉

純
一
郎
元
首
相
だ
。
今
、
多
く

の
若
者
が
低
賃
金
で
不
安
定
な

身
分
で
働
い
て
い
て
、
結
婚
も

で
き
な
い
し
、
子
ど
も
も
産
め

な
い
と
い
う
状
況
に
追
い
込
ま

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
小
泉
氏
が

労
働
者
派
遣
法
を
改
悪
し
た
か

ら
だ
。
そ
し
て
、
多
く
の
企
業

は
内
部
留
保
と
株
主
配
当
を
増

や
し
た
。

　

も
う
一
つ
は
郵
政
民
営
化

だ
。
国
鉄
に
し
て
も
、
道
路
公

団
に
し
て
も
民
営
化
は
必
ず
、

地
域
ご
と
に
分
割
さ
れ
て
行
わ

れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

株
式
発
行
額
を
少
な
く
し
て
、

株
式
市
場
で
買
い
や
す
い
よ
う

に
す
る
た
め
だ
。
そ
れ
で
少
額

で
莫
大
な
資
産
を
持
つ
元
国
有

会
社
の
経
営
権
を
握
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

小
林
興
起
と
い
う
議
員
が
い

た
。
こ
の
人
は
小
泉
元
首
相
と

同
期
の
議
員
だ
っ
た
。
東
大
を

出
て
、
ア
メ
リ
カ
留
学
も
し
て

通
産
官
僚
に
な
っ
た
が
、
非
常

に
優
秀
で
自
民
党
に
請
わ
れ

て
、
議
員
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
郵
政
民
営
化
の
際
、
国
民

の
財
産
を
ア
メ
リ
カ
に
渡
す
こ

と
に
な
る
と
反
対
票
を
投
じ

て
、
自
民
党
離
党
に
追
い
込
ま

れ
、
小
池
百
合
子
氏
を
刺
客
に

立
て
ら
れ
、
落
選
し
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
後
、
民
主
党
議
員
な

ど
を
経
て
、
現
在
は
下
野
し
て

い
る
。
英
語
が
得
意
な
の
で
ア

メ
リ
カ
の
文
書
な
ど
を
読
ん

で
、
本
に
ま
と
め
て
い
る
。
こ

う
し
た
議
員
が
自
民
党
に
も
も

う
少
し
い
れ
ば
あ
り
が
た
い
。

し
か
し
、
今
の
自
民
党
で
は
執

行
部
が
党
議
拘
束
を
か
け
て
議

員
を
縛
っ
て
い
て
、
反
対
す
る

と
除
名
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

中
選
挙
区
制
の
時
代
は
ど
う

だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
私
の
選
挙

区
に
梶
山
静
六
と
い
う
自
民
党

の
大
物
政
治
家
が
い
た
。
竹
下

派
七
奉
行
の
一
人
で
、
湾
岸
戦

争
の
時
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本

に
協
力
を
行
う
よ
う
に
依
頼
が

あ
っ
た
が
、
彼
は
「
私
た
ち
は

国
民
か
ら
委
託
さ
れ
て
い
る
こ

と
し
か
で
き
な
い
。
国
民
の
委

託
と
は
憲
法
に
書
か
れ
て
い
る

条
文
に
そ
っ
て
、
国
民
を
幸
せ

に
す
る
こ
と
だ
。
だ
か
ら
憲
法

に
手
を
つ
け
る
こ
と
に
な
る
海

外
派
兵
は
で
き
な
い
」
と
き
っ

ぱ
り
と
断
っ
た
。

　

こ
う
し
た
政
治
家
が
も
う
自

民
党
に
は
い
な
い
。
今
の
自
民

党
は
、
２
世
や
３
世
ば
か
り
で

ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
官
僚
の

言
い
な
り
だ
。
自
分
が
生
き
残

る
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
政

治
家
が
多
す
ぎ
る
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
関
し
て
、
オ
バ
マ

大
統
領
は
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク

で
落
ち
込
ん
だ
ア
メ
リ
カ
経
済

を
立
て
直
す
た
め
に
、
輸
出
を

増
や
し
、
国
内
産
業
を
活
性
化

さ
せ
失
業
率
を
低
下
さ
せ
よ
う

と
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
を
日
本
に
迫

っ
た
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
日
本
が
参
加
す
る

と
ど
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
の

か
。
ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ
ダ
、
メ

キ
シ
コ
に
よ
る
自
由
貿
易
協
定

で
あ
る
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
（
北
ア
メ

リ
カ
自
由
貿
易
協
定
）
を
参
考

に
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　

Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
は
Ｉ
Ｓ
Ｄ
条

項
が
入
っ
て
い
る
。
こ
の
条
項

は
、
国
内
法
に
よ
っ
て
外
国
企

業
が
損
害
を
受
け
た
場
合
に
、

そ
の
国
内
法
を
制
定
し
た
政
府

を
企
業
が
訴
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
も
の
だ
。
カ
ナ
ダ
で

は
マ
ン
ガ
ン
を
含
む
ガ
ソ
リ
ン

添
加
物
は
人
体
に
有
害
で
あ
る

と
し
て
輸
入
の
禁
止
措
置
を
取

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ

カ
の
ガ
ソ
リ
ン
添
加
物
業
者
は

こ
の
法
律
に
よ
っ
て
損
害
を
被

っ
た
と
し
て
、
カ
ナ
ダ
政
府
を

提
訴
し
、
数
千
億
円
の
賠
償
金

を
得
た
。
こ
れ
ま
で
も
、
国
を

訴
え
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
Ｗ

Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
構
）
の
ル

ー
ル
で
は
第
３
国
の
裁
判
官
に

よ
る
２
・
３
審
制
が
と
ら
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ

や
Ｔ
Ｐ
Ｐ
で
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
に
あ
る
世
界
銀
行
の
職
員
が

１
審
制
で
行
う
と
さ
れ
て
お

り
、
ア
メ
リ
カ
の
企
業
が
負
け

た
こ
と
は
な
い
。

　

ま
た
、
メ
キ
シ
コ
で
倒
産
し

た
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
を
ア

メ
リ
カ
企
業
が
買
収
。
経
営
を

立
て
直
し
、
売
却
し
よ
う
と
し

た
が
、
メ
キ
シ
コ
政
府
が
売
却

時
期
を
延
長
す
る
よ
う
に
命
じ

た
。
こ
れ
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ

企
業
は
そ
の
延
長
期
間
に
売
却

予
定
の
企
業
の
株
価
が
下
落
し

た
と
い
う
理
由
で
メ
キ
シ
コ
政

府
を
訴
え
、
勝
訴
し
た
。

　

私
が
最
も
心
配
し
て
い
る
の

は
、
日
本
の
国
民
皆
保
険
制
度

が
ア
メ
リ
カ
の
民
間
保
険
会
社

か
ら
訴
え
ら
れ
、
制
度
改
悪
さ

れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
だ
。
農
協
が
が
ん
ば

っ
て
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
農
業
分
野
で

の
懸
念
を
大
き
く
宣
伝
し
て
い

る
が
、
農
業
が
国
内
総
生
産
に

占
め
る
割
合
は
１
・
８
％
だ
。

し
か
し
、
医
療
は
そ
の
30
倍
。

こ
こ
に
ア
メ
リ
カ
の
保
険
会
社

の
狙
い
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
条
文
に
は
あ
ら
ゆ

る
市
場
経
済
で
の
活
動
に
税
金

を
投
入
し
て
は
い
け
な
い
と
書

い
て
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

国
民
皆
保
険
制
度
に
は
税
金
が

投
入
さ
れ
て
い
て
、
ア
メ
リ
カ

の
保
険
会
社
の
利
益
を
阻
害
し

て
い
る
と
Ｉ
Ｓ
Ｄ
条
項
を
使
い

訴
え
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

確
か
に
、
す
ぐ
に
日
本
の
国

民
皆
保
険
制
度
が
な
く
な
る
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
。
米
韓
Ｆ
Ｔ

Ａ
で
も
韓
国
が
ア
メ
リ
カ
か
ら

輸
入
す
る
コ
メ
に
は
関
税
を
か

け
て
い
る
。
そ
れ
は
コ
メ
ま
で

関
税
を
撤
廃
す
る
と
国
内
の
反

対
が
強
す
ぎ
て
、
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ

を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
と
判

断
し
た
た
め
だ
。
し
か
し
、
米

韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
発
効
か
ら
２
年
が
経

っ
て
、
ア
メ
リ
カ
は
韓
国
に
対

し
、
そ
ろ
そ
ろ
原
則
に
則
っ
て

関
税
を
撤
廃
し
ろ
と
迫
っ
て
い

る
。
ア
メ
リ
カ
の
言
い
分
は

「
そ
ち
ら
が
、
な
ん
と
か
コ
メ

の
関
税
を
維
持
し
て
ほ
し
い
と

い
っ
た
か
ら
、
猶
予
を
設
け
て

や
っ
た
の
だ
。
そ
ろ
そ
ろ
本
則

に
戻
れ
」
と
い
う
も
の
だ
。

　

日
本
の
国
民
皆
保
険
制
度
は

世
界
一
の
制
度
だ
。
ど
ん
な
人

も
同
じ
負
担
で
、
同
じ
水
準
の

医
療
を
受
け
ら
れ
る
。
ア
メ
リ

カ
で
は
命
も
お
金
に
換
算
し

て
、
医
療
が
行
わ
れ
て
い
る
。

盲
腸
の
手
術
を
し
た
ら
２
６
０

万
円
も
か
か
る
。
世
界
一
豊
か

な
国
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

死
ぬ
ま
で
に
一
度
も
医
師
に
か

か
っ
た
こ
と
が
な
い
人
が
３
０

０
万
人
か
ら
５
０
０
万
人
い
る

と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

日
本
は
こ
ん
な
に
す
ば
ら
し

い
国
民
皆
保
険
制
度
を
作
り
上

げ
た
の
に
、
な
ぜ
壊
そ
う
と
し

て
い
る
の
か
。

　

さ
て
、
今
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
で
、

ア
メ
リ
カ
は
薬
の
特
許
を
20
年

か
ら
30
年
に
延
長
し
よ
う
と
提

案
し
て
い
る
。

　

こ
れ
が
実
現
す
る
と
、
日
本

の
製
薬
会
社
が
製
造
し
て
い
る

第
３
世
代
の
抗
生
剤
な
ど
は
、

核
と
な
る
部
分
は
ア
メ
リ
カ
の

製
薬
会
社
が
開
発
し
た
も
の
な

の
で
、
そ
の
特
許
料
を
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
可
能
性

も
あ
る
。
特
許
が
切
れ
そ
う
に

な
っ
た
新
薬
に
、
何
か
加
え
て

新
薬
と
し
た
り
、
別
の
効
能
が

あ
る
と
し
た
り
す
れ
ば
、
さ
ら

に
30
年
間
特
許
を
延
長
す
る
こ

　

協
会
が
５
月
30
日
、
前
日
本
医
師
会
会
長
で
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉

差
止
・
違
憲
訴
訟
の
会
」
代
表
の
原
中
勝
征
先
生
を
講
師
に
招

い
て
開
催
し
た
、
政
策
研
究
会
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
危
険
性
と
差
止
・

違
憲
訴
訟
の
意
義
」
の
講
演
録
を
掲
載
す
る
。

ア
メ
リ
カ
い
い
な
り
の

ア
メ
リ
カ
い
い
な
り
の

日
本
の
首
相

日
本
の
首
相

日
本
を
ア
メ
リ
カ
に

日
本
を
ア
メ
リ
カ
に

売
り
渡
し
た
小
泉
首
相

売
り
渡
し
た
小
泉
首
相

Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
盛
り
込
ま
れ
た

Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
盛
り
込
ま
れ
た

Ｉ
Ｓ
Ｄ
条
項
の
危
険
性

Ｉ
Ｓ
Ｄ
条
項
の
危
険
性

ア
メ
リ
カ
の
本
命
は

ア
メ
リ
カ
の
本
命
は

日
本
の
医
療

日
本
の
医
療

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が

製
造
で
き
な
い

製
造
で
き
な
い
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５
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削
減
の
た
め
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

の
割
合
を
高
め
よ
う
と
し
て
い

る
が
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
よ
り
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
が
製
造
で
き
ず
に
さ
ら

に
財
政
が
悪
化
す
る
可
能
性
が

高
い
。

と
も
で
き
る
。

　

そ
う
な
れ
ば
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
（
後
発
医
薬
品
）
が

全
然
出
せ
な
い
と
い
う
事
態
が

起
こ
る
。
日
本
政
府
は
医
療
費

れ
て
い
る
。
こ
の
病
院
で
は
１

日
の
患
者
が
５
万
人
と
も
い
わ

れ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
周
り
の

医
療
機
関
は
倒
産
の
危
機
に
あ

る
。
地
域
医
療
の
こ
と
な
ど
全

く
考
え
て
い
な
い
。

　

日
本
で
も
神
戸
が
医
療
特
区

に
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

ま
で
地
域
医
療
を
担
っ
て
き
た

先
生
た
ち
を
な
い
が
し
ろ
に
し

て
、
こ
う
し
た
特
区
が
進
め
ば

大
変
な
こ
と
に
な
る
。

　

特
区
も
問
題
だ
。
米
韓
Ｆ
Ｔ

Ａ
で
は
、
韓
国
で
六
つ
の
医
療

特
区
が
設
定
さ
れ
た
。

　

そ
の
典
型
的
な
も
の
を
調
べ

る
と
、
約
３
千
床
の
大
病
院
が

つ
く
ら
れ
、
経
営
者
は
医
師
の

資
格
を
持
っ
て
い
な
い
。
さ
ら

に
、
そ
の
特
区
内
で
は
病
院
経

営
者
が
認
め
れ
ば
、
韓
国
の
医

師
免
許
を
持
っ
て
い
な
い
、
ア

メ
リ
カ
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
医
師

で
も
診
療
行
為
が
可
能
だ
と
さ

売
れ
る
」
な
ど
と
い
う
コ
メ
ン

ト
を
紹
介
す
る
く
ら
い
だ
。

　

し
か
し
、
お
い
し
い
コ
メ
を

作
れ
ば
売
れ
る
と
い
う
の
は
、

ど
う
考
え
て
も
無
理
が
あ
る
。

コ
メ
の
価
格
は
ベ
ト
ナ
ム
産
が

１
俵
１
５
０
０
円
、
ア
メ
リ
カ

産
は
３
０
０
０
円
と
い
わ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
の

米
価
は
１
万
２
０
０
０
円
で
、

　

韓
国
で
は
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
米
韓
版

と
も
言
わ
れ
る
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
対
し

て
、
自
殺
者
ま
で
出
す
大
変
な

運
動
が
起
こ
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
日
本
で
は
報
道
さ
れ
て
い

な
い
。
日
本
で
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
関
連

し
て
報
道
さ
れ
て
い
る
こ
と
と

い
え
ば
、
魚
沼
の
農
家
の
人
の

「
日
本
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
参
加
し
て

も
、
お
い
し
い
コ
メ
を
作
れ
ば

整
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
日
本

の
農
業
は
持
た
な
い
。

　

Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
で
は
、
メ
キ
シ

コ
の
主
食
で
あ
る
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
安
く
大
量

に
輸
入
さ
れ
、
メ
キ
シ
コ
の
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
農
家
は
壊
滅
し
て

し
ま
っ
た
。
失
業
し
た
農
家
の

人
は
ア
メ
リ
カ
に
行
き
、
今
度

は
ア
メ
リ
カ
の
労
働
者
か
ら
職

を
奪
っ
た
。
そ
の
後
、
メ
キ
シ

コ
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
市
場
を
独

占
し
た
ア
メ
リ
カ
企
業
は
、
市

場
を
独
占
し
て
い
る
の
を
い
い

こ
と
に
メ
キ
シ
コ
農
家
が
作
っ

て
い
た
時
よ
り
も
高
い
値
段
で

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
売
り
出
し
た

の
だ
。
日
本
で
も
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加

で
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る

可
能
性
が
あ
る
。

そ
れ
以
下
で
あ
れ
ば
農
家
は
採

算
が
合
わ
な
い
。
一
昨
年
、
日

本
の
米
価
は
１
万
４
０
０
０
円

だ
っ
た
。
そ
れ
が
昨
年
に
は
１

万
２
０
０
０
円
、
今
年
は
９
０

０
０
円
だ
。
そ
れ
で
も
売
れ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
産

の
コ
メ
は
こ
れ
ま
で
飼
料
用
や

加
工
用
と
さ
れ
て
き
た
が
、
す

で
に
日
本
市
場
に
も
主
食
用
と

し
て
入
っ
て
き
て
い
る
か
ら

だ
。
し
か
も
、
日
本
人
は
ア
メ

リ
カ
よ
り
日
本
の
コ
メ
の
方
が

お
い
し
い
と
思
っ
て
い
る
が
、

そ
う
で
も
な
い
。
コ
メ
は
一
般

的
に
昼
夜
の
寒
暖
差
が
高
い
と

こ
ろ
で
お
い
し
く
作
れ
る
と
い

わ
れ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
主
な

産
地
は
日
本
の
魚
沼
地
域
な
ど

と
比
べ
て
も
そ
う
し
た
条
件
が

　

私
は
こ
う
し
た
講
演
会
で
日

本
の
文
化
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た

コ
メ
を
、
多
少
高
く
て
も
買
お

う
と
訴
え
て
い
る
。
コ
メ
作
り

に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
日
本
の
文

化
が
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
よ
っ
て
壊
さ

れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
ワ

シ
ン
ト
ン
の
記
者
会
見
で
も
話

し
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
ポ
ス
ト
は

私
の
発
言
を
全
文
、
水
田
の
写

真
も
付
け
て
報
じ
て
く
れ
た
。

　

日
本
の
新
聞
社
の
記
者
も
多

数
参
加
し
て
い
た
が
、
ど
の
新

聞
も
一
行
も
書
か
な
か
っ
た
。

政
府
の
す
る
こ
と
に
反
対
す
る

意
見
に
は
見
向
き
も
し
な
い
と

い
う
本
当
に
ひ
ど
い
言
論
統
制

が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
世
界
中
ど
こ
の
先
進

国
で
も
数
十
の
テ
レ
ビ
局
が
番

組
を
放
送
し
て
い
る
。
し
か

し
、
日
本
に
は
大
手
の
放
送
局

し
か
な
い
。
こ
れ
ら
の
放
送
局

は
政
府
に
よ
る
言
論
統
制
が
効

く
と
こ
ろ
だ
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
差
し

止
め
を
求
め
る
裁
判
を
私
た
ち

が
起
こ
し
た
と
き
も
同
じ
だ
っ

た
。
私
た
ち
が
、
訴
訟
を
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
手
伝
っ
て

く
れ
る
弁
護
士
が
い
な

い
か
、
日
本
弁
護
士
連

合
会
に
相
談
す
る
と
、

１
２
０
人
以
上
の
弁
護

士
が
協
力
を
申
し
出
て

く
れ
た
。
そ
れ
で
弁
護

士
会
館
で
記
者
会
見
を

行
い
、
訴
訟
を
行
う
こ

と
を
発
表
し
た
。
各
紙

の
記
者
が
来
て
い
た

が
、
実
際
に
掲
載
し
た

の
は
朝
日
新
聞
と
東
京

新
聞
だ
け
だ
。
し
か
も

朝
日
新
聞
は
非
常
に
小

太
平
洋
戦
争
前
夜
の
昭
和
13

（
１
９
３
８
）
年
の
よ
う
な
状

況
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
政
府
が
行
お
う
と
す
る
戦

争
に
反
対
し
て
い
た
新
聞
社
が

つ
ぶ
さ
れ
て
い
っ
た
年
だ
。

さ
い
記
事
だ
っ
た
。
東
京
新
聞

は
写
真
付
き
で
大
き
く
載
せ
て

く
れ
て
、
や
は
り
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
の
使
命
を
貫
こ
う
と
い
う

意
気
込
み
を
感
じ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
見
て
い
る

と
、
今
、
日
本
は
、
ち
ょ
う
ど

祉
医
療
機
構
に
つ
け
よ
う
」
と

言
っ
て
く
れ
た
。

　

偶
然
だ
が
、
そ
の
後
起
こ
っ

た
東
日
本
大
震
災
の
時
に
、
医

療
機
関
再
建
の
た
め
の
融
資
に

は
こ
の
機
構
が
ず
い
ぶ
ん
と
役

に
立
っ
た
。
ま
た
、
東
日
本
大

震
災
の
時
に
は
、
被
災
地
で
ガ

ソ
リ
ン
が
不
足
し
た
。
そ
れ
で

全
国
か
ら
医
療
関
係
者
が
支
援

に
入
る
際
に
、
ガ
ソ
リ
ン
が
な

い
と
い
う
問
題
が
起
こ
っ
た
。

当
時
の
仙
谷
由
人
官
房
副
長
官

に
何
と
か
し
て
く
れ
と
い
う

と
、
仙
谷
氏
は
「
７
０
０
台
の

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
を
用
意
し
た

か
ら
大
丈
夫
だ
」
と
言
わ
れ

た
。
私
は
「
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

を
用
意
し
て
も
ど
う
い
う
ル
ー

ト
を
通
る
の
か
。
現
地
の
高
速

道
路
の
状
況
は
分
か
っ
て
い
る

の
か
」
と
言
う
と
、
慌
て
て
調

べ
て
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
を
入

れ
る
た
め
の
道
路
を
な
ん
と
か

３
日
で
復
旧
さ
せ
た
。
そ
し

て
、
私
は
医
療
関
係
者
の
車
は

　

民
主
党
政
権
の
こ
と
を
よ
く

言
う
つ
も
り
は
な
い
。
松
下
政

経
塾
出
身
の
グ
ル
ー
プ
と
た
た

き
上
げ
の
議
員
グ
ル
ー
プ
の
政

策
の
違
い
な
ど
が
国
民
に
悪
い

印
象
を
与
え
た
の
が
、
政
権
崩

壊
の
原
因
だ
と
思
う
。

　

私
は
日
本
医
師
会
会
長
時
代

に
そ
う
い
う
人
に
対
し
教
え
る

立
場
を
と
っ
た
。
そ
れ
を
理
解

し
て
変
え
て
く
れ
た
こ
と
も
あ

る
。

　

民
主
党
政
権
に
な
っ
て
、
蓮

舫
氏
が
中
心
に
な
っ
て
事
業
仕

分
け
を
し
た
。
そ
の
中
で
、
医

療
関
係
の
団
体
も
ム
ダ
だ
と
い

う
こ
と
で
か
な
り
解
散
さ
せ
ら

れ
た
。
そ
う
し
た
議
論
の
中

で
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療

機
構
の
存
続
が
問
題
と
な
っ

た
。
こ
の
組
織
は
、
先
生
方
が

医
療
機
関
を
耐
震
構
造
に
す
る

た
め
の
資
金
な
ど
を
融
資
す
る

事
業
を
行
っ
て
お
り
、
10
年
程

度
で
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

銀
行
の
融
資
と
異
な
り
、
25
年

の
長
期
返
済
を
認
め
て
い
る
。

そ
れ
で
、
私
は
絶
対
に
つ
ぶ
し

て
は
い
け
な
い
と
思
い
、
当
時

の
小
沢
一
郎
幹
事
長
に
、「
現

場
も
知
ら
な
い
の
に
、
い
い
か

げ
ん
な
判
断
を
し
て
は
困
る
」

と
直
訴
し
た
。
す
る
と
小
沢
幹

事
長
に
「
ど
う
す
れ
ば
い
い
ん

だ
」
と
聞
か
れ
た
。
そ
れ
で
、

私
が
機
構
の
必
要
性
を
訴
え
て

存
続
を
求
め
る
と
、
小
沢
幹
事

長
は
「
会
長
が
言
う
こ
と
だ
か

ら
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
で

は
、
も
う
一
つ
ム
ダ
だ
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
労
働
省
系
の
組
織

を
廃
止
し
て
、
そ
の
予
算
を
福

最
優
先
で
ガ
ソ
リ
ン
を
補
給
し

て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
で
、
そ

れ
も
実
現
し
た
。

　

政
治
は
、
現
場
の
意
見
を
聞

き
な
が
ら
対
応
を
す
る
こ
と
が

非
常
に
大
切
だ
。
今
の
政
府
や

政
府
の
周
り
に
い
る
人
た
ち
は

そ
れ
が
分
か
っ
て
い
る
の
か
、

非
常
に
心
配
だ
。
医
師
会
で
も

武
見
太
郎
会
長
以
来
、
私
の
前

任
の
会
長
ま
で
、
会
報
に
は
よ

く
総
理
と
会
談
し
た
な
ど
と
い

う
記
事
が
載
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
実
際
に
政
府
が
医
師
会
の

声
を
聞
い
た
こ
と
な
ど
な
か
っ

た
。
私
の
地
元
の
福
島
伸
享
衆

院
議
員
に
聞
い
た
話
だ
が
、
彼

は
通
産
官
僚
だ
っ
た
が
、
そ
こ

で
上
司
か
ら
言
わ
れ
た
こ
と
は

「
日
本
医
師
会
を
自
分
た
ち
の

金
儲
け
の
こ
と
し
か
考
え
て
い

な
い
悪
者
に
し
た
て
て
、
政
治

を
し
や
す
く
し
ろ
」
と
い
う
こ

と
だ
っ
た
そ
う
だ
。

　

自
民
党
か
ら
日
本
医
師
連
盟

に
も
寄
付
の
要
請
が
あ
り
、
表

彰
状
の
よ
う
な
大
き
な
紙
に
金

額
ま
で
書
か
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
私
は
「
ど
の
政
党
に
も
寄

付
は
し
な
い
」
と
言
っ
た
。
医

師
連
盟
は
医
師
を
代
表
し
て
、

正
し
い
医
療
政
策
を
政
治
に
反

映
さ
せ
る
こ
と
が
役
割
だ
。
お

金
を
渡
し
て
意
見
を
聞
い
て
も

ら
う
の
は
間
違
っ
て
い
る
と
思

っ
た
か
ら
だ
。

の
財
源
を
新
た
に
つ
く
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
う
ち
５
０
０
０

億
円
し
か
社
会
保
障
に
使
っ
て

い
な
い
。
こ
ん
な
こ
と
が
ま
か

り
通
っ
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
の
消
費
税
は
25
％
だ
が
、
国
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。
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て
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ら
な
い
。

　

最
後
に
、
わ
が
国
の
予
算
に

つ
い
て
、
今
年
の
予
算
は
96
兆

円
だ
が
、
純
粋
な
税
収
は
半
分

し
か
な
い
。
そ
れ
以
外
は
相
変

わ
ら
ず
国
債
を
発
行
し
て
い

る
。
し
か
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
を

日
銀
が
間
接
的
に
引
き
受
け
て

い
る
。
現
在
、
国
の
借
金
は
国

民
１
人
当
た
り
１
０
０
０
万
だ

と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
体
だ
れ

が
返
す
の
か
。
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な
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家

前日本医師会会長　　　　　  　
TPP交渉差止・違憲訴訟の会代表

原中 勝征先生
【はらなか　かつゆき】1940年生まれ。66年日
本大学医学部卒業、67年東京大学医学部入局、
日本大学医学部客員助教授を経て、77年アメリ
カ・スローンケタリング癌研究所客員研究員、
80年東京大学医科学研究所内科医局長、90年東
京大学助教授、91年医療法人杏仁会大圃病院理
事長・院長、93年社会福祉法人筑圃苑理事長を
歴任。茨城県医師会理事などを経て、2000年茨
城県医師会副会長、日本医師会代議員、04年茨
城県医師会会長を歴任。日本医師会理事を経
て、10年～12年第18代日本医師会会長。現在、
「TPP交渉差止・違憲訴訟の会」代表

日
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日
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日
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医
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治

国
民
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め
に
働
く
政
治
家
を

国
民
の
た
め
に
働
く
政
治
家
を

　原中勝征先生が代表を務めている
「TPP交渉差止・違憲訴訟の会」から、
訴訟への協力依頼が来ています。概要は
下記の通りです。月刊保団連８月号に同
会への入会申込書を同封しています。ぜ
ひご協力ください。

TPPの問題点

　TPPが優先するのは大企業の都合ばか
りで、私たちの当たり前の暮らしを壊す
“異常な条約”です。その交渉内容は、

農産品の関税だけではなく、食の安全、
医療制度や保険、教育、公共事業、知的
財産に関わる制度など、非関税の多岐分
野にわたり、国民の健康や生命、幸福に
生きる権利をも侵害します。

一人ひとりの力でアクションを！

１．個人会員になる
　一口2000円で訴訟の会へのご入会をお
願いしております。月刊保団連８月号同
封の申込書にご記入のうえ、FAX、郵

送、メールでお送りください。Web：
http://tpphantai.com/からのお申し込み
も受け付けております。

２．原告に参加する
　ご希望の方は原告になることができま
す。お申し込み・お問い合わせは、兵庫
県保険医協会（☎078－393－1807）まで
※原告になるにあたって特別な費用はか
かりません
※訴状の原告一覧に名前と住所が記載さ

れますが、公に公表されることはありま
せん
※裁判は弁護士が行いますので、必ずし
も出廷する必要はありません

「TPP交渉差止・違憲訴訟」にご協力ください！「TPP交渉差止・違憲訴訟」にご協力ください！
案内を月刊保団連８月号に同封



「個別指導及び監査の改善を求める」要請書に対する回答全文「個別指導及び監査の改善を求める」要請書に対する回答全文

２０１５年(平成２７年)７月２５日(毎月３回５・15・25日発行) 第１７８９号(昭和43年６月12日第三種郵便物認可)兵 庫 保 険 医 新 聞 （６）

　兵庫協会と京都協会が６月18日に行っ
た近畿厚生局との懇談（前号既報）で
は、事前に提出していた「個別指導及び
監査の改善を求める」要請書に対して回
答が得られた。その全文を掲載する。

１　実施通知の送付時期
　実施通知は、対象機関及び対象者の日
常診療に支障を与えないよう、指導予定
日の１カ月以上前に対象機関及び対象者
に送付するようにしてください。なお、
日程の設定についても一方的に決めず
に、休診日、診療時間外等、患者の受療
権上の支障がない日時を、双方の調整に
より決めるようにしてください。
【回答】
　個別指導等の実施については、指導大
綱及びその他通知に基づき、各厚生局が
統一的に実施しているところです。
２　選定理由の開示
　個別指導の実施にあたって、対象機関
及び対象者に対して、選定理由と指導目
的を、予め具体的に示してください。あ
るいは、対象機関及び対象者の求めに応
じ、選定された理由を開示するよう改善
してください。
【回答】
　個別指導の実施については、指導大綱
及びその他通知に基づき、各厚生局が統
一的に実施しており、選定理由はお示し
していません。なお、指導の目的につい
ては、個別指導の実施通知に記載してい
ます。
３　対象カルテの事前指定
　個別指導の指導対象カルテの指定は、
対象機関及び対象者が安心・安全に日常
診療が行えるよう、実施日の１週間から
10日前に通知してください。
【回答】
　個別指導等の実施については、指導大
綱及びその他通知に基づき、各厚生局が
統一的に実施しているところです。
４　弁護士の帯同及び録音
　個別指導及び監査時に弁護士帯同及び
録音ができることを対象機関及び対象者
に対して予め示してください。また、各
府県で実際に個別指導が行われる場にお
いて、弁護士帯同及び録音ができないか
のような発言を行わないように、各局の
技官、末端の事務官に至るまで周知徹底
してください。
【回答】

　個別指導等の実施については、指導大
綱及びその他通知に基づき、各厚生局が
統一的に実施しているところです。な
お、保険医療機関が弁護士の帯同を希望
した場合は、弁護士には発言・質問等が
認められないこと等の一定の条件の下、
帯同を認めています。また、録音につい
ては、患者の個人情報保護に万全を期す
る必要があることから、原則として認め
ていませんが、録音が必要な理由が、保
険医自身による指導内容の確認が目的で
ある場合は認めています。
５ 　個別指導の実施は行政手続法に基づ
き行うこと
　個別指導は行政手続法に基づき行うこ
とを徹底してください。指導を行うに当
たっては、「保険診療の取扱い、診療報
酬の請求等に関する事項について周知徹
底させることを主眼とし、懇切丁寧に行
う」という目的と趣旨を遵守してくださ
い。
【回答】
　個別指導の実施については、指導大綱
及びその他通知に基づき、各厚生局が統
一的に実施しています。個別指導の実施
に当たっては、療養担当規則等に定めら
れている保険診療の取扱い、診療報酬の
請求等について周知徹底することを目的
とし、懇切丁寧に指導を行っているとこ
ろです。
６　自主返還
　個別指導後の「自主返還」の強要は違
法です。絶対に行わないでください。
【回答】
　個別指導の結果、不正又は不当に診療
報酬を請求したものと認められた場合
は、行政指導として、返還を求めている
ところです。
７　カルテ等のコピー
　個別指導は健保法第73条を根拠として
実施されるものであり、質問検査権は付
与されていません。個別指導中に不正・
不当が疑われる場合が見受けられても、
カルテ等のコピーの強要は違法です。絶
対に行わないでください。
【回答】
　個別指導におけるカルテのコピーは、
保険医療機関の了解を得たうえで行って
いるところです。
８　新規個別指導後の措置
　新規指定より概ね６カ月経過した保険
医療機関に対する個別指導（新規個別指

導）は、「教育的効果を目的として」実
施されるものであるため、結果通知書で
自主返還を求めないでください。
【回答】
　新規指定の保険医療機関等に対する指
導は、療養担当規則等に定められている
保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に
ついて周知徹底することを目的として実
施していますが、適正を欠くものは、行
政指導として、返還を求めているところ
です。 
９　中断手続
　個別指導については、「中断」を行わ
ず、１回の期日で完結してください。止
むを得ず中断する場合であっても、対象
機関及び対象者に対して十分な理由を説
明すること。また、対象機関及び対象者
に対する精神的な負担等が生ずることに
配慮し、中断期間は短期間に止め、長期
化することは厳に慎むよう配慮してくだ
さい。
【回答】
　諸事情により、予定した時間内に終了
できなかった場合にやむを得ず中断する
場合があります。その場合は、保険医療
機関に中断となった理由を、十分説明し
ているところです。再開時期について
は、事案ごとに異なりますが、速やかに
再開するよう努めているところです。
10　患者調査
　監査にあたって患者調査を行う場合
は、対象機関及び対象者への信用の毀損
等が最小限となるよう慎重にも慎重を重
ねてください。また、事実を適確に把握
できる調査手法をとり、調査結果は保険
医等に開示するようにしてください。

【回答】
　患者調査の実施にあたっては、患者に
対して、特定の保険医療機関等が不正を
行っているのではないかとの疑念を抱か
せるようなことのないよう、慎重な対応
をしているところです。
11　調書への署名
　監査においては、対象機関及び対象者
が納得していない患者個別調書への署
名、捺印の強要は絶対に行わないでくだ
さい。対象者及び対象機関のスタッフの
調書作成に際して、事実に基づき加筆・
訂正を求めた場合は、必ず応じてくださ
い。
【回答】
　監査において、事実認定された内容に
ついて、被監査者に対して説明し、被監
査者の弁明の記載、記名及び押印を求め
ています。なお、被監査者が加筆・訂正
を求めた場合においては、対応をしてい
るところです。
12 　指導と監査の機関の分離及び苦情申
立手続の確立

　個別指導・監査における公正な判断と
これに対する信頼を確保し、かつ、個別
指導・監査を受ける保険医等の権利を保
障するために、個別指導・監査に対する
苦情申立手続を導入してください。
【回答】
　個別指導・監査については、指導大綱
及びその他通知に基づき、各厚生局が統
一的に実施されており、保険医療機関に
対して適切な対応をしているところで
す。ご要望については、本省へ申し伝え
てまいります。

女性下部尿路症状と
過活動膀胱（OAB）の診療について
日　時　８月22日（土）17時～　　会　場　協会５階会議室
講　師　兵庫県立リハビリテーション中央病院　泌尿器科部長　仙石　淳先生
共　催　久光製薬株式会社

第509回診療内容向上研究会診療内容向上研究会

近畿厚生局との懇談

お申し込み・お問い合わせは、☎078－393－1803まで

　下部尿路症状（lower urinary tract symptoms：LUTS）は、蓄尿症状（頻尿や
尿失禁など）、排尿症状（尿勢低下や腹圧排尿など）、排尿後症状（残尿感など）
の三つに分類されます。女性患者では、過活動膀胱（overactive bladder：OAB）
の他に低活動膀胱、骨盤底筋弛緩等による腹圧性尿失禁や骨盤臓器脱、さらにま
れではあるものの前立腺肥大症類似の下部尿路閉塞症までがこの原因となってい
ます。本講演では、これらに対する診療の実際をご紹介したいと思います。
 【仙石　記】

保団連　第33回病院・有床診療所セミナー保団連　第33回病院・有床診療所セミナー
日　時　９月26日（土）18時30分～21時、27日（日）10時～15時
会　場　京都市中京区　ハートンホテル京都
参加費　両日参加　10000円　１日のみ参加　6000円
　　　　（参加費は協会負担。交通費・宿泊費は参加者負担）
〈26日〉
講　演　 「新段階の医療費抑制策と提供体制の改変
　　　　　－地域医療構想と地域医療連携法人にどのように対処すべきか－」
 佛教大学　社会福祉学部　岡﨑　祐司教授
〈27日〉
午　前　医療事故調査制度実施直前セミナー
午　後　 病院分科会　「医事紛争事例」「マイナンバー制度」
　　　　有床診分科会　シンポジウム「どうして地域から有床診療所が消えたのか」

お申し込み・お問い合わせは、☎078－393－1803 楠まで

団体定期
生命保険 

月払１万～30万円･一時払（毎回）50万～2000万円
＜自在性が魅力＞ まとまった資金は「一時払」で上乗せ

病気やケガで休んだ時に安心の共済制度
割安な掛金が満期まで変わりません／最長75歳まで
730日の充実保障／弔慰・高度障害、精神疾患も給付

■ 団体保険だから断然安い保険料
■ 過去６年の平均配当率45％

■ 最高5000万円の高額保障
■ 医師による診査はありません

保険の見直しに効きます！
ネット生保と比べてみてください

休業保障制度の上乗せに。自宅療養も補償 医療上の事故、医療施設の事故を補償

グループ保険グループ保険グループ保険グループ保険

休業保障制度休業保障制度休業保障制度休業保障制度
保険医年金保険医年金保険医年金保険医年金

医師賠償責任保険医師賠償責任保険医師賠償責任保険医師賠償責任保険所得補償保険所得補償保険所得補償保険所得補償保険
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日　時　８月29日（土） 15時～
会　場　協会５階会議室
講　師　ひがしむき行政書士事務所代表
　　　　行政書士　東向　勲先生

お申し込み・お問い合わせは、
　　　☎078－393－1803 山田まで
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、
最
近
の
国
立
国
際
医
療
研

究
セ
ン
タ
ー
造
影
剤
医
療
事
故

な
ど
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
た
。

　

そ
も
そ
も
医
師
法
第
21
条
は

異
状
死
体
等
届
け
出
義
務
に
つ

い
て
の
法
律
で
あ
る
が
、
１
９

９
４
年
に
作
成
さ
れ
た
日
本
法

医
学
会
の
異
状
死
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
は
、
医
師
法

第
21
条
に
あ
り
も
し
な

い
「
異
状
死
」
と
い
う

概
念
を
独
自
に
定
義
し

た
こ
と
か
ら
問
題
が
拡

大
し
た
。
そ
の
後
の
さ

ま
ざ
ま
な
医
療
事
件
の

刑
事
介
入
を
き
っ
か
け

に
、
事
故
調
の
論
議
が

開
始
さ
れ
２
０
１
４
年

６
月
に
は
改
正
医
療
法

が
成
立
し
、
本
年
10
月

よ
り
開
始
さ
れ
る
医
療

事
故
調
査
制
度
に
至
っ

た
経
緯
と
現
状
を
話
さ
れ
た
。

　

予
期
せ
ぬ
死
亡
事
故
が
発
生

し
た
時
に
、
院
内
調
査
と
は
別

に
第
三
者
機
関
で
あ
る
医
療
事

故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
に
報

告
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
来

の
目
的
で
あ
る
原
因
究
明
、
再

発
防
止
と
は
異
な
り
、
個
人
の

責
任
追
及
に
使
用
さ
れ
る
危
険

性
に
つ
い
て
も
危
惧
さ
れ
た
。

　

鵜
飼
弁
護
士
か
ら
は
、
事
故

調
へ
の
危
惧
と
し
て
は
診
療
所

も
対
象
に
な
る
点
で
あ
り
、
開

業
医
が
一
番
大
変
な
の
で
は
と

い
う
指
摘
が
あ
っ
た
。
支
援
セ

ン
タ
ー
、
支
援
団
体
の
在
り
方

に
つ
い
て
も
お
そ
ら
く
は
現
実

的
に
は
医
師
会
が
行
う
だ
ろ
う

が
、
費
用
負
担
も
遺
族
側
の
数

万
円
程
度
に
対
し
て
、
当
該
医

療
機
関
持
ち
分
は
モ
デ
ル
事
業

時
に
は
一
事
例
あ
た
り
平
均
94

万
円
も
か
か
っ
た
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
モ
デ
ル
事
業
時
の
目

的
は
死
因
究
明
で
あ
っ
た
が
、

施
行
時
に
は
医
療
安
全
が
目
的

と
な
る
と
、
遺
族
側
と
し
て
は

納
得
の
い
く
も
の
に
な
る
の
か

ま
だ
ま
だ
問
題
点
の
多
い
点
を

追
加
発
言
さ
れ
た
。

 

【
加
東
市　

田
渕　
　

光
】

　

淡
路
支
部
は
６
月
27
日
、
洲

本
市
健
康
福
祉
館
で
、
第
37
回

支
部
総
会
を
開
催
。
２
０
１
４

年
度
活
動
報
告
と
15
年
度
活
動

方
針
を
承
認
し
、
高
田
裕
支
部

長
ら
支
部
役
員
の
改
選
を
行
っ

た
。

　

記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
し
て

「
淡
路
島
に
お
け
る
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
行
方
」
を
開

催
し
、
医
師
、
看
護
師
、
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
65
人
が
参
加

し
た
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
自
治
体

担
当
者
と
医
師
の
５
人
が
報
告

し
た
。
は
じ
め
に
県
の
洲
本
健

康
福
祉
事
務
所
の
柿
本
裕
一
所

長
が
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

の
概
要
に
つ
い
て
解
説
し
、
淡

路
市
の
地
域
福
祉
課
の
谷
添
敏

夫
主
幹
、
洲
本
市
の
介
護
福
祉

課
の
木
下
英
樹
介
護
予
防
係

長
、
南
あ
わ
じ
市
の
長
寿
福
祉

課
の
橋
本
里
美
課
長
補
佐
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
に
お
け
る

具
体
化
の
状
況
と
課
題
を
報
告

し
た
。

　

津
本
定
也
先
生
（
洲
本
市
・

津
本
診
療
所
・
洲
本
市
医
師
会

長
）
か
ら
は
、
地
域
ケ
ア
会
議

医療事故調の問題点を語る佐藤先生（右）
と鵜飼弁護士（左） 　　　　　　　　　　

　

平
成
の
大
改
修
を
終
え
た

姫
路
城
を
訪
れ
た
。
お
城
は

白
鷺
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
鮮

明
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。
春

の
陽
光
を
浴
び
、
す
っ
き
り

し
た
表
情
を
し
て
、
多
く
の

観
光
客
に
囲
ま
れ
て
満
足
そ

船
で
城
を
愛
で
る
」
有
志

（
姫
路
藩
和
船
建
造
委
員

会
）
に
よ
る
企
画
で
、
足
の

衰
え
た
老
人
や
、
城
を
別
の

角
度
や
視
点
か
ら
見
る
に
は

良
い
ア
イ
デ
ア
で
あ
ろ
う
。

　

お
堀
に
接
し
た
姫
路
市
立

う
で
あ
っ
た
。

　

城
郭
東
側
内

濠
に
沿
っ
て
歩

い
て
い
る
と
、

編
笠
を
被
っ
た

船
頭
が
和
船
に

十
数
人
の
観
光

客
を
乗
せ
、
か

れ
ら
も
編
笠
越

し
に
お
城
を
見

上
げ
て
い
た
。

苔
む
し
た
石

垣
、
青
緑
色
に

沈
潜
し
た
水
面

は
歴
史
を
感
じ

さ
せ
る
。「
和

美
術
館
で
は
「
没
後
30
年　

シ
ャ
ガ
ー
ル
展
」
が
開
催
さ

れ
て
い
た
。
シ
ャ
ガ
ー
ル
の

絵
画
は
一
見
す
る
と
色
彩
が

鮮
や
か
で
幻
想
的
で
あ
り
、

同
郷
で
知
り
合
っ
た
妻
ベ
ラ

に
対
す
る
永
遠
の
愛
を
テ
ー

マ
に
し
た
絵
が
多
く
、
女
性

の
人
気
が
高
い
。
私
は
彼
の

絵
の
背
景
に
描
き
こ
ま
れ
て

い
る
人
間
や
動
植
物
、
彼
の

生
ま
れ
た
ヴ
ィ
テ
ブ
ス
ク
の

景
色
な
ど
を
よ
く
見
る
と
、

彼
の
過
去
や
生
前
の
敬
虔
な

ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
数
奇
な
運
命

や
思
想
的
背
景
を
考
え
て
し

ま
う
。

　

展
覧
会
場
の
左
半
分
を
占

め
て
い
た
の
は
、
旧
約
聖
書

に
係
わ
る
テ
ー
マ
の
版
画
で

あ
っ
た
。
旧
約
聖
書
は
ユ
ダ

ヤ
教
の
原
点
で
あ
る
。
イ
ス

ラ
エ
ル
の
民
は
、
モ
ー
ゼ
の

十
戒
（
シ
ナ
イ
山
で
神
の
お

告
げ
を
石
板
に
刻
ん
だ
）、

出
エ
ジ
プ
ト
記
（
モ
ー
ゼ
は

エ
ジ
プ
ト
王
の
下
で
奴
隷
と

し
て
苦
し
む
イ
ス
ラ
エ
ル
人

を
救
出
し
た
）
な
ど
の
歴
史

的
伝
統
か
ら
定
め
ら
れ
た
律

法
（
ト
ー
ラ
ー
）
の
根
底
を

な
す
「
主
を
崇
め
、
主
と
の

契
約
を
守
り
、
子
孫
の
繁
栄

を
目
指
し
、
隣
人
と
争
う

な
」
を
信
じ
、
行
動
し
た
。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
に
重
ね

て
描
か
れ
た
「
出
エ
ジ
プ

ト
」
に
は
、
胸
に
手
を
当

て
、
祈
る
姿
と
表
情
の
老
若

男
女
や
赤
ん
坊
た
ち
、
無
数

の
ユ
ダ
ヤ
人
民
の
背
後
の
岩

に
は
両
手
を
広
げ
た
主
の

姿
、
右
下
に
は
十
戒
を
記
し

た
石
板
を
胸
に
抱
く
モ
ー
ゼ

が
描
か
れ
て
い
る
。

 

（
次
号
に
つ
づ
く
）

マ
ル
ク
・
シ
ャ
ガ
ー
ル
「
出
エ
ジ
プ
ト
」（
木
島

俊
介
「
も
っ
と
知
り
た
い
シ
ャ
ガ
ー
ル
生
涯
と
作

品
」
株
式
会
社
東
京
美
術
よ
り
）　 　
　
　
　
　

Ｑ１　他院で入院中の患者が外来受診を
してきた場合、保険請求はどうなるか。
Ａ１　出来高病棟（一般病棟入院基本料
など）や包括病棟（特定入院料など）の
場合、算定できる点数と算定できない点
数があります（下表）。
　またDPC算定病棟に入院している場合
には、外来側で保険請求ができません。
診療に係る費用は、入院医療機関と合議
により精算します。
　入院中の患者が他院を外来受診する
と、その日の入院料が15％～70％の減算

になります。他院に入院中の患者が来院
した時は、外来側で保険請求をしても良
いか、どの入院料を算定しているかな
ど、入院医療機関に確認することが重要
です。
Ｑ２　外来側のレセプトへの記載は何が
必要か。
Ａ２　摘要欄に「入院医療機関名」、「当
該患者の算定する入院料」、「受診した理
由」、「入院している診療科」および「他
（受診日数：○日）」を記載します。

医科保険請求

〈他医療機関で入院中の患者の外来受診〉

出来高病棟の患者 包括病棟の患者
初・再診料 ○ ○

医学管理等 慢性維持透析患者外来医学管理料（※２）、認知症専門診断管理料、診療
情報提供料のみ算定可

在宅医療 × ×
検査・画像診断 ○ ○

投薬・注射
専門的な診療に特有な薬剤を用いた
投薬と注射（外来化学療法加算除
く）の費用のみ算定可

専門的な診療に特有な薬剤を用いた
受診日の投薬（処方料・処方せん料
除く）と注射（外来化学療法加算除
く）の費用のみ算定可

リハビリテーション 言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーションの費用のみ算定可
精神科専門療法 ○ ○
処置・手術・麻酔 ○ ○
放射線治療 ○ ○
病理診断 ○ ○
入院料等 短期滞在手術等基本料１のみ算定可
※１　 外来で予定している診療のなかで算定できない診療報酬がある場合は、入院医療機関と相

談する。
※２　 慢性維持透析患者外来医学管理料は、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料等の算定

医療機関から、透析のみを目的として受診した場合に算定可。

感 想 文

新
し
い
医
療
事
故
調
に

潜
む
課
題
と
問
題
点

北
播
支
部　

総
会
・
記
念
講
演

北
播
支
部　

総
会
・
記
念
講
演

高砂市　　岡部桂一郞

姫路城グランドオープン記念とシャガール展

ユダヤ教の思想的伝統について㊤

に
参
加
で
き
て
い

る
の
が
淡
路
市
の

み
に
な
っ
て
お

り
、
関
わ
り
方
が

課
題
に
な
っ
て
い

る
現
状
が
報
告
さ

れ
た
。

　

フ
ロ
ア
と
の
意

見
交
換
で
は
、
医

師
が
一
人
ひ
と
り

に
対
応
す
る
形
で

シ
ス
テ
ム
を
つ
く

る
こ
と
は
困
難
で

は
な
い
か
と
い
っ

た
意
見
も
出
さ
れ

た
。

地域包括ケアシステムの現状と
課題について意見交換された　

淡
路
島
に
お
け
る
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
現
状
と
課
題

淡
路
支
部　

総
会
・
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

淡
路
支
部　

総
会
・
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

ここだけは押さえたい！ここだけは押さえたい！
マイナンバー対策セミナーマイナンバー対策セミナー

地域医療研究会 表　外来側の算定（※１）

芸 術芸 術

紹 介紹 介
ArtArt
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－689－

１．蕁麻疹とは？
　痒みと共に、限局性の発赤を伴った浮
腫性変化を突然生じる皮膚疾患をいう。
その本態は、真皮における血管の浮腫性
変化であるため、個々の皮疹は数時間後
にはあとかたを残さずに消褪することを
特徴とする。ただし、経時的に場所を移
動しつつ症状が持続する場合もある。そ
のため、蕁麻疹か否か診断に悩む際に筆
者は、皮疹の数カ所にボールペンでマー
キングをしておき、その箇所を患者本人
または家族に帰宅後および翌日に観察し
てもらうとの方法を推奨している。その
結果、マーキング部が跡形なく消褪して
いれば蕁麻疹と診断しうる。
　また、蕁麻疹の特殊型として、血管性
浮腫またはクインケ浮腫との病態が存在
している。これは、通常の蕁麻疹と比べ
て、より深い真皮下層ないし皮下組織に
おける血管浮腫により生じる皮膚変化を
いい、顔面特に眼瞼・口唇に好発する。
一般的に個疹は通常の蕁麻疹とは異なり
２～３日持続し、かつ痒みを伴わない場
合が多い。

２．蕁麻疹の臨床経過
　蕁麻疹は通常、ある日突然に発症する
が、その後の経過は二極化する傾向にあ
る。すなわち、蕁麻疹全体の８割～９割
は１週間～10日程度の経過で自然治癒
し、急性蕁麻疹と称される。一過性のウ
イルス感染や、たまたま食べた食物が原
因の場合などは、急性蕁麻疹の経過をと
る。
　一方、蕁麻疹全体の１割～２割は４週
間以上蕁麻疹の出現が持続し、このよう
な場合を慢性蕁麻疹と呼ぶ。なぜ４週間

験的にではあるが、１）まず、①Ｈ２拮
抗薬、②抗ロイコトリエン薬、または③
その両者、を抗ヒスタミン薬と併用す
る、２）それでも無効な場合には内服し
ている抗ヒスタミン薬を倍量に増量す
る、ことにより、かなりの比率の慢性蕁
麻疹症例に対して膨疹の出現を抑制しう
るのではないかと考えている。いずれに
しても、抗ヒスタミン薬の効果が乏しい
蕁麻疹症例に対して、セレスタミンⓇな
どステロイド配合剤を容易に処方してい
る場合をきわめて多く経験するが、安易
にステロイド配合剤による治療を行うこ
とは戒めるべきことであろう。
　ところが、2012年にKaplanは、抗ヒス
タミン薬に抵抗する慢性蕁麻疹症例に対
してＨ２拮抗薬と抗ロイコトリエン薬を
加えても治療効果は乏しく、このような
場合に最も有効な薬剤はシクロスポリン
およびオマリズマブであり、シクロスポ
リンとオマリズマブとを併用した場合、
治療に抵抗する症例は５%未満であった
との新知見を報告している。従って、
１）Ｈ１抗ヒスタミン薬にＨ２拮抗薬・
抗ロイコトリエン薬の追加による改善度
に関する検討、２）シクロスポリン・オ
マリズマブの治療効果に関する症例集
積、が蕁麻疹の治療法に関する今後の課
題であると思われる。
 （３月14日　薬科部研究会より）

麻疹である。血液検査などを行っても大
した異常は見当たらない場合が大部分で
あり、そのため日本皮膚科学会作成「蕁
麻疹診療ガイドライン」においても、
“すべての蕁麻疹症例に対して一律に１
型アレルギーや一般的生化学検査等を行
うべきでない”と述べられている。

４．蕁麻疹の治療
　日本皮膚科学会作成「蕁麻疹診療ガイ
ドライン」では、表２のような特発性蕁
麻疹に対する薬物治療手順を示してい
る。第一選択薬は当然、抗ヒスタミン薬
であるが、ヒスタミン遊離活性の亢進は
慢性蕁麻疹の約50%程度にしか認められ
ないとの見解も認められており、そのた
めＨ１抗ヒスタミン薬の内服薬だけでは
膨疹の出現を完全には抑制できない慢性
蕁麻疹症例も少なからず存在している。
反面、皮膚に存在しているヒスタミン受
容体のうちの約15%はＨ２受容体である
ため、蕁麻疹患者に対するＨ１＋Ｈ２拮
抗薬の併用は、Ｈ１抗ヒスタミン薬単独
投与の場合と比べてヒスタミン誘発性の
膨疹形成の抑制により有効であるとの説
や、特に自己免疫的な機序の慢性蕁麻疹
に対して、抗ロイコトリエン剤を抗ヒス
タミン剤に追加すると有効性が高まると
の説が存在している。そのため、筆者
は、Ｈ１抗ヒスタミン薬を服用しても抑
制できない慢性蕁麻疹患者に対して、経

が慢性蕁麻疹の区切りかの理由として、
Greavesらは、発症後１カ月以上続いて
いる蕁麻疹患者の調査を行い、その結果
約40％はその後１年以上にわたって膨疹
の出没が持続していることを確認してい
る。従って、４週間以上膨疹が持続した
場合には、よほど積極的に原因解明や治
療を行わないと、その後年余にわたり膨
疹の出現が持続するリスクが高いという
ことになる。

３．蕁麻疹の原因
　日本皮膚科学会作成「蕁麻疹診療ガイ
ドライン」による蕁麻疹の病態に関与す
る因子として、表１のような直接的誘因
および背景因子が挙げられている。一般
的に蕁麻疹はアレルギーの機序により発
症するとのイメージが強いが、Champion
は1988年に2310例もの多数の蕁麻疹症例
に関する大規模な集計を施行した。その
結果、アレルギー的な機序の関与が疑わ
れた蕁麻疹は、図１に示すごとく全体の
うちのわずか3.4%にすぎなかった。従っ
て現実的には、全蕁麻疹のうちでアレル
ギー性の機序で生じるものはごく一部で
あり、真皮内に存在しているマスト細胞
からヒスタミンをはじめとする化学伝達
物質の遊離が亢進し、血管内の受容体と
の結合が活性化されれば、アレルギー性
・非アレルギー性の機序を問わず、蕁麻
疹は発症すると考えうる。
　さらに、Championの統計では、全体
の72%が特発性蕁麻疹に属するとの結果
が得られている。特発性蕁麻疹とは、も
ともと蕁麻疹を生じやすい体質に、肉体
的な疲労や精神的なストレスが加わるこ
とによって、症状が引き起こされると考
えられており、非特異的な誘因による蕁

蕁麻疹の発症因子と
治療方法

西宮市・はらだ皮膚科クリニック　　原田　　晋先生講演

図１　Championの集計による蕁麻疹の原因別発症頻度

IgE 依存性蕁麻疹
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コリン性蕁麻疹
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16％

物理性蕁麻疹
16％

蕁麻疹様血管炎　2.1％
感染性蕁麻疹　1％

表１ 日本皮膚科学会作成「蕁麻疹診療ガイドライン」による蕁麻疹の病態に
関与する因子 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．直接的誘因（主として外因性、一過性）

１）外来抗原
２）物理的刺激
３）発汗刺激
４）食物*
　　食物抗原、食品中のヒスタミン、
　　仮性アレルゲン（豚肉、タケノコ、もち、香辛料など）、
　　食品添加物（防腐剤、人口色素）、サリチル酸*
５）薬剤
　　抗原、造影剤、NSAIDs*、防腐剤、コハク酸エステル
　　バンコマイシン（レッドマン症候群）、など
６）運動

２．背景因子（主として内因性、持続性）

１）感作（特異的IgE）
２）感染
３）疲労・ストレス
４）食物
　　抗原以外の上記成分
５）薬剤
　　 アスピリン*、その他のNSAIDs*（食物依存性運動誘発アナフィラキシー）、アン
ジオテンシン転換酵素（ACE）阻害薬*（血管性浮腫）、など

６）IgEまたは高親和性IgE受容体に対する自己抗体
７）基礎疾患
　　膠原病および類縁疾患（SLE、シェーグレン症候群など）
　　造血系疾患、遺伝的欠損など（血清C1-INH活性が低下）
　　血清病、その他の内臓病変など
　　日内変動（特発性の蕁麻疹は夕方～夜にかけて悪化しやすい）

 ＊：膨疹出現の直接的誘因のほか、背景因子として作用することもある

表２　日本皮膚科学会作成「蕁麻疹診療ガイドライン」による
特発性の蕁麻疹に対する薬物治療手順　　　　　

＊：蕁麻疹に対する健康保険適応は未承認　　＊＊：速やかに症状の軽減を図ることが必要な場合

治療内容は、蕁麻疹の症状と効果に応じてステップアップし、症状軽減が見られれば高い
ステップのものから順次減量、中止する。

通常量
適宜、他剤への変更、増量

H2-拮抗薬*、抗ロイコトリエン薬*、ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出
液（注射）、グリチルリチン製剤（注射）、ジアフェニルスルホン*、抗不安薬*、
トラネキサム酸、漢方薬、など

副腎皮質ステロイド（プレドニゾロン換算量５～15mg/日）内服

免疫学的治療（シクロスポリン*、プレドニゾロン換算量20mg/日以上のステロ
イド、など）

① 抗ヒスタミン薬① 抗ヒスタミン薬

② 補助的治療薬② 補助的治療薬

③ ステロイド③ ステロイド

④ 試行的治療④ 試行的治療

＊＊

Champion RH：Urticaria: then and now, Br J Dermatol, 119：427-436，1988より引用



２０１５年(平成２７年)７月２５日(毎月３回５・15・25日発行) 兵 庫 保 険 医 新 聞 (昭和43年６月12日第三種郵便物認可) 第１７８９号（９）


